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議案第５０号 平成２７年度町道立野３４号線道路改良工事（社

会資本総合整備事業）請負契約の締結について 

議案第５１号 平成２７年度三郷町文化ホール電動式移動観覧席
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第２２ 議案第４８号 三郷町社会福祉振興基金条例の一部改正について 
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整備事業）請負契約の締結について 

第２５ 議案第５１号 平成２７年度三郷町文化ホール電動式移動観覧席入替工事請

負契約の締結について 

第２６ 議案第５２号 平成２７年度三郷町水道施設中央監視設備更新工事請負契約

の締結について 

第２７ 議案第５３号 三郷町道路線の廃止について 

第２８ 議案第５４号 三郷町道路線の認定について 
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第３０ 報告第 ５号 平成２６年度三郷町の財政の健全化判断比率等について 

第３１ 報告第 ６号 平成２６年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率につい

て 

第３２ 報告第 ７号 三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価の結果について 

第３３ 報告第 ８号 公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況について 

第３４ 報告第 ９号 平成２６年度ふるさと寄附金について 
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第３６        提案理由の説明 

第３７        平成２６年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報告 

第３８        平成２６年度三郷町水道事業会計決算審査の報告 

第３９        一般質問 
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       開  会      午前 ９時３２分 

       〔開会宣告〕 

議長（伊藤勇二） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定に基づく定足数に達しておりますの

で、ただいまより、平成２７年第３回三郷町議会定例会を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

       〔町長招集の挨拶〕 

議長（伊藤勇二） 町長から招集の挨拶がございます。森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） 皆さん、おはようございます。本日、三郷町告示第４０号

によりまして、平成２７年第３回三郷町議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、公私何かとご多忙の中、早朝よりご出席を賜り、厚

くお礼を申し上げます。 

 さて、本定例会に提出いたします議案は、同意案件５件、諮問案件２件、認定

案件２件、議決案件１８件、報告案件６件の計３３件でございます。 

 どうか慎重審議賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、招集の

挨拶とさせていただきます。 

       〔会議録署名議員の指名〕 

議長（伊藤勇二） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、三郷町議会会議規則第１２７条の規定により、

５番、先山哲子議員、６番、佐野英史議員を指名します。 

       〔会期の決定〕 

議長（伊藤勇二） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月１８日までの１５日間にした

いと思います。ご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

議長（伊藤勇二） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１８日ま

での１５日間に決定しました。 

       〔議案朗読〕 

議長（伊藤勇二） この際、日程第３、「同意第３号、公平委員会委員の選任につき同

意を求めることについて」から日程第３５、「報告第１０号、寄附の受け入れにつ
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いて」までを一括議題とし、事務局に朗読させます。 

議会事務局長補佐（小村雄一） 朗読いたします。 

日程第 ３ 同意第 ３号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ４ 同意第 ４号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ５ 同意第 ５号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ６ 同意第 ６号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて 

日程第 ７ 同意第 ７号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

日程第 ８ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

日程第 ９ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

日程第１０ 認定第 １号 平成２６年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１１ 認定第 ２号 平成２６年度三郷町水道事業会計決算の認定につい

て 

日程第１２ 議案第３８号 平成２７年度三郷町一般会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第３９号 平成２７年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１４ 議案第４０号 平成２７年度三郷町下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１５ 議案第４１号 平成２７年度三郷町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１６ 議案第４２号 平成２７年度三郷町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

日程第１７ 議案第４３号 平成２７年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 
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日程第１８ 議案第４４号 平成２７年度三郷町勢野北部用地整理事業特別会計

補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第４５号 三郷町文化振興基金条例の制定について 

日程第２０ 議案第４６号 三郷町個人情報保護条例の一部改正について 

日程第２１ 議案第４７号 三郷町手数料条例の一部改正について 

日程第２２ 議案第４８号 三郷町社会福祉振興基金条例の一部改正について 

日程第２３ 議案第４９号 三郷町育英振興基金条例の一部改正について 

日程第２４ 議案第５０号 平成２７年度町道立野３４号線道路改良工事（社会

資本総合整備事業）請負契約の締結について 

日程第２５ 議案第５１号 平成２７年度三郷町文化ホール電動式移動観覧席入

替工事請負契約の締結について 

日程第２６ 議案第５２号 平成２７年度三郷町水道施設中央監視設備更新工事

請負契約の締結について 

日程第２７ 議案第５３号 三郷町道路線の廃止について 

日程第２８ 議案第５４号 三郷町道路線の認定について 

日程第２９ 議案第５５号 財産の取得について 

日程第３０ 報告第 ５号 平成２６年度三郷町の財政の健全化判断比率等につ

いて 

日程第３１ 報告第 ６号 平成２６年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比

率について 

日程第３２ 報告第 ７号 三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の結果について 

日程第３３ 報告第 ８号 公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につい

て 

日程第３４ 報告第 ９号 平成２６年度ふるさと寄附金について 

日程第３５ 報告第１０号 寄附の受け入れについて 

 以上でございます。 

       〔提案理由の説明〕 

議長（伊藤勇二） 日程第３６、ただいまの朗読の議案について、提案理由の説明を

求めます。森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） それでは、議長のお許しをいただきまして、本定例会に提
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出いたしました議案の提案説明をさせていただきます。 

 まず初めに、「同意第３号、公平委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて」から「同意第５号 公平委員会委員の選任につき同意を求めることについ

て」を一括してご説明申し上げます。 

 本案につきましては、現委員３名の任期が本年９月３０日をもって満了となる

ことに伴うものであります。 

 現委員の藤原佑二氏におかれましては、平成８年６月２０日より１９年３カ月、

稲森光江氏、山﨑 崇氏の両氏にありましても、平成１５年１０月１日より３期

１２年、それぞれ委員として就任していただいておりますが、皆様、豊富な経験

とすぐれた識見をお持ちであることから、引き続き委員として選任いたしたく、

地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 続きまして、「同意第６号、固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについて」であります。 

 本案につきましては、現委員の瀧川忠雄氏の任期が、本年９月３０日付をもっ

て満了となることに伴うものであります。 

 瀧川氏におかれましては、平成２１年１０月１日に固定資産評価審査委員会委

員に就任いただき、以来、６年にわたりその職務を遂行していただいております。 

 同氏は、豊富な経験はもちろんのこと、すぐれた識見、また、公正な判断力を

お持ちであり、人格的にも高潔であることから、引き続き委員として専任いたし

たく、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 続きまして、「同意第７号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」であります。 

 本案につきましては、現委員であります芝崎善彦氏の任期が、本年９月３０日

をもって満了となることに伴うものであります。 

 芝崎氏におかれましては、平成１９年１０月から教育委員として、また、平成

２２年１０月から平成２４年９月までの２年間、教育委員長として学校及び社会

教育においてその職務を遂行され、教育行政の発展に多大な貢献をいただきまし

た。 

 同氏のこれまでの功績はもちろんのこと、教育や文化に関し、すぐれた識見を
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有しておられることから、引き続き教育委員に任命いたしたく、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるも

のであります。 

 次に、「諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て」及び「諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて」を一括してご説明申し上げます。 

 まず、諮問第２号につきましては、前委員の辞任により、現在欠員が生じてい

ることから、新たに人権擁護委員候補者を推薦したいと考えるものであります。 

 候補者の笹木勝博氏におかれましては、長年、郵政省（現・郵便事業株式会社）

に勤務され、在職中に職場での人権問題や同和研修等に熱心にかかわってこられ

た経験を有しておられます。識見が高く、地域住民の人権擁護活動に献身的に取

り組んでいただける方でありますことから、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の意見を求めるものであります。 

 また、諮問第３号につきましては、現委員の山﨑昭子氏の任期が、本年１２月

３１日付をもって満了となることに伴うものであります。 

 山﨑氏におかれましては、平成２４年１０月に人権擁護委員に就任いただき、

以来、人権相談や人権啓発活動等に熱心に取り組んでいただき、地域住民のため

にご活躍いただいているところであります。このことから、引き続き同氏を人権

擁護委員に推薦したいと考え、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、「認定第１号、平成２６年度三郷町一般会計、特別会計歳入歳出決算の認

定について」であります。 

 一般会計を初め、特別会計８会計の平成２６年度決算について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するも

のであります。去る８月３日、４日の両日にわたり、瓜生・下村両監査委員によ

り厳正な決算審査を行っていただき、また、今後の行財政運営にも適切なご指導

を賜りましたことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 なお、各会計の詳細な内容につきましては、所属の委員会でご説明申し上げる

こととし、ここでは各会計の決算額を申し上げます。 

 まず、平成２６年度一般会計の決算でありますが、歳入総額９５億２，０９７

万５，７５０円、歳出総額９１億１，６９６万６，２７３円で、翌年度へ繰り越

すべき財源を差し引いた実質収支は３億６，００４万６，４７７円の黒字となり
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ました。 

 決算の内容を見ますと、歳入では、全体の２割強を占める町税につきましては、

対前年度比２．５％の増加となりましたが、同じく２割強を占める地方交付税に

おいては、対前年度比１．５％の減額となりました。 

 また、学校施設環境改善交付金や都市防災総合推進事業交付金等を活用し、事

業を実施したことで国庫補助金が、また、再生可能エネルギー等導入事業補助金

を活用したことで、県補助金がそれぞれ増加となりました。 

 また、新給食センター建設事業を初め、大規模な事業の実施に伴う町債の増も

あり、歳入総額としては、対前年度比３．８％の増となったものであります。 

 次に、歳出では、防災拠点としての機能も有する新学校給食センター建設、勢

野北美松ケ丘線築造、防災行政無線設備の更新などを行ったことから、歳出総額

では７．７％の増となったものであります。 

 今後も、税収を初めとする自主財源の確保に努めるとともに、経費の節減・合

理化に努め、限りある財源を有効に活用し、町民の方々に「三郷町に住んでよか

った」と言っていただけるまちづくりを、より一層進めてまいる所存であります。 

 次に、特別会計の決算について、ご説明申し上げます。 

 まず、平成２６年度住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算でありますが、歳

入総額５，４７７万２，８９２円、歳出総額３億６５３万１，３３５円で、差し

引き２億５，１７５万８，４４３円の赤字となりました。 

 次に、平成２６年度し尿浄化槽管理特別会計の決算でありますが、歳入総額１，

３２０万８，９６８円、歳出総額１，２７５万３，０９８円で、差し引き４５万

５，８７０円の黒字となりました。 

 次に、平成２６年度下水道事業特別会計の決算でありますが、歳入総額７億３，

５５６万６，２３７円、歳出総額７億３，４８４万７，２４１円で、翌年度へ繰

り越すべき財源を差し引いた実質収支で６６万９９６円の黒字となりました。 

 次に、平成２６年度国民健康保険特別会計の決算でありますが、歳入総額２５

億６，６６８万７，４３４円、歳出総額２４億８，６３４万４，７４７円で、差

し引き８，０３４万２，６８７円の黒字となりました。 

 次に、平成２６年度介護保険事業特別会計の決算でありますが、歳入総額１７

億１，２７３万６，７５８円、歳出総額１７億１，５９５万８，８５５円で、差

し引き３２２万２，０９７円の赤字となりました。 



 －12－

 次に、平成２６年度後期高齢者医療特別会計の決算でありますが、歳入総額２

億８，８９９万４，９２６円、歳出総額２億８，８７９万２，６２６円で、差し

引き２０万２，３００円の黒字となりました。 

 次に、平成２６年度公共用地先行取得事業特別会計の決算でありますが、平成

２２年度に設定した三郷中央公園の整備に伴う用地国債が終了したことから、歳

入歳出とも７，１９８万９１８円で、本年度をもって本会計を閉鎖するものであ

ります。 

 最後に、平成２６年度勢野北部用地整理事業特別会計の決算でありますが、歳

入総額１億７，４９８万９，４２０円、歳出総額１５５万３，２６７円で、差し

引き１億７，３４３万６，１５３円の黒字となりました。 

 続きまして、「認定第２号、平成２６年度三郷町水道事業会計決算の認定につい

て」であります。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会

の認定に付するものであります。 

 なお、当該決算につきましても、去る６月１６日に、瓜生・下村両監査委員に

より、厳正なる審査を行っていただき、今後の事業運営も含めた貴重なご意見を

いただきましたことに、厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、まず経営状況について、ご説明申し上げます。 

 平成２６年度末での給水戸数は９，０２３戸で、ほぼ前年度と同程度となりま

した。また、年間配水量は、前年度比０．５％減の２６７万６，９４１立方メー

トルとなりました。一方、県営水道の受水量は、取水量全体の６１．５％で、昨

年度と同量の１６５万立方メートルとなりました。 

 次に、経理面については、平成２６年度から地方公営企業会計基準の見直しが

適用となり、固定資産の償却制度が変更となっております。 

 まず、収益的収入については、大口需要者の減少や一般家庭における節水意識

の高揚、ライフスタイルの変化等により、使用水量は年々減少傾向にある一方、

長期前受金の戻し入れがあったことから、収入総額は６億２，４３６万８，１７

０円で、前年度比１１．７％の増となりました。 

 また、支出につきましては、減価償却費が増加したことから、支出総額は５億

６，６５２万６，２７２円で、前年度比６．１％の増となり、当年度において、

５，７８４万１，８９８円の純利益が生じました。 
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 次に、資本的収支において、収入では、給水分担金・工事負担金で収入総額５，

５５１万５，２８０円となり、前年度比４１．４％の減となりました。 

 一方、資本的支出では、建設改良費及び企業債元利償還金で、支出総額１億５，

０１２万８，９１０円で、前年度比１．３％の減となり、資本的収支の不足額に

つきましては、消費税資本的収支調整額と損益勘定留保資金で補塡いたしました。 

 続きまして、平成２６年度三郷町水道事業剰余金処分計算書（案）であります。 

 当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益により、前年度繰越利益剰余金と会

計基準の見直しにより、発生した「その他未処分利益剰余金変動額」の１０億２，

２９５万８，６５６円を加算し、１１億２，６３８万５５７円となりました。 

 剰余金の処分については、水道事業基本計画に基づく水道施設等の耐震化を初

め、漏水調査、配水管整備を実施する上で多額の更新投資費用が見込まれること

から、建設事業改良積立金に２，０００万円、また、将来の起債の償還に備えた

減債積立金に２，０００万円を積み立て、繰越利益剰余金を１０億８，６３８万

５５７円とするものであります。 

 今後も、水道事業基本計画の基本理念である「安心と安全で未来につなぐ三郷

の水」に沿って、老朽管の布設替工事や施設の耐震化などを順次実施し、飲料水

の安定供給に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、「議案第３８号、平成２７年度三郷町一般会計補正予算（第２号）」につ

いてであります。 

 既決予算に１億９，１９５万円を追加し、補正後の予算総額を７８億２，９０

１万７，０００円とするものであります。 

 まず、歳出から主な内容を申し上げますと、総務費では、国が進めている社会

保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に関しまして、新たな情報

漏えいの対策として、当初予定していなかった機器の設置が総務省より義務づけ

られ、当該機器が使用できるネットワークの再構築を平成２８年１月までに行う

必要があることから、情報管理費で１３６万円を計上するものであります。 

 次に、前年度の国・県補助金の精算に伴う返還金として、諸費で８７２万２，

０００円を追加するものであります。 

 また、勢野北部用地整理事業特別会計の決算に伴う同会計からの繰入金を積み

立てることから、財政調整積立金で１億７，３４３万６，０００円を計上するも

のであります。 
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 次に、民生費においても、前年度のふるさと寄附金において、社会福祉振興事

業を希望された寄附金２９万５，０００円及び「町長におまかせ」からの振り分

け分１７万円の合計４６万５，０００円を社会福祉振興基金へ積み立てるため、

社会福祉総務費で同額を計上するものであります。 

 また、後ほど説明いたします介護保険事業特別会計の補正に伴う繰出金といた

しまして、老人福祉総務費で２２万５，０００円を追加するものであります。 

 次に、衛生費では、竜の子霊園の戦没者墓地におきまして、土台と延べ石のす

き間に腐食が発生し、墓石の倒壊につながるおそれがあることから、補修業務と

して、火葬場費で３８８万５，０００円を追加するものであります。 

 また、ごみの減量化と再資源化を一層推進するため、廃プラスチックの分別回

収を今年度より開始し、住民の皆様にご協力をいただいているところであります

が、収集回数に関し、住民の皆様からのご要望にお応えするため、本年１０月か

ら、これまでの月２回収集を月４回収集とすることといたしました。これに伴い、

収集作業・分別業務体制を整えるため、臨時職員の賃金として清掃総務費で２０

２万１，０００円を計上するものであります。 

 次に、商工費では、前年度のふるさと寄附金において、観光施設整備事業を希

望された寄附金１４万円と「町長におまかせ」からの振り分け分１４万円の合計

２８万円を観光施設整備基金へ積み立てるため、観光費で同額を計上するもので

あります。 

 また、教育費においても、前年度のふるさと寄附金において、教育振興事業を

希望された寄附金２８万円と「町長におまかせ」からの振り分け分１９万３，０

００円の合計４７万３，０００円、文化振興事業を希望された寄附金１万円と、

「町長におまかせ」からの振り分け分１０万円の合計１１万円をそれぞれ基金へ

積み立てるため、事務局費及び社会教育総務費で同額をそれぞれ計上するもので

あります。 

 また、スポーツセンターアリーナにおきまして、分電盤内のコントロールスイ

ッチが経年劣化により、照明の一部が点灯しない状況となっていることから、そ

れらの部品交換及び修繕をするため、スポーツ施設管理費で９７万３，０００円

を計上するものであります。 

 一方、歳入では、県に申請しておりました活力あふれる市町村応援補助金及び

奈良モデル推進補助金が採択されたことから、総務費県補助金で７５５万３，０
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００円を計上するものであります。 

 次に、勢野北部用地整理事業特別会計の決算に伴い、同会計からの繰入金で１

億７，３４３万６，０００円を追加するとともに、平成２６年度決算に伴い繰越

金が確定しましたことから、３億６，００４万５，０００円を計上するとともに、

財政調整基金からの繰入金を３億４，９０８万４，０００円減額することで、収

支を合わせるものであります。 

 続きまして、「議案第３９号、平成２７年度三郷町し尿浄化槽管理特別会計補正

予算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に４５万５，０００円を追加し、補正後の予算総額を５２３万２，０

００円とするものであります。 

 内容といたしましては、平成２６年度決算における繰越金４５万５，０００円

を下水処理施設管理基金へ積み立てるものであります。 

 続きまして、「議案第４０号、平成２７年度三郷町下水道事業特別会計補正予算

（第１号）」についてであります。 

 当初予算に６５万９，０００円を追加し、補正後の予算総額を９億１，４０９

万７，０００円とするものであります。 

 内容といたしまして、平成２６年度決算における繰越金６５万９，０００円を

予備費に追加するものであります。 

 続きまして、「議案第４１号、平成２７年度三郷町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）」についてであります。 

 当初予算から１０９万７，０００円を減額し、補正後の予算総額を２９億１，

８８４万円とするものであります。 

 内容といたしまして、歳出では、本会計で負担する拠出金等の確定に伴いまし

て、後期高齢者支援金で１，１０１万１，０００円、前期高齢者納付金で１６万

８，０００円、老人保健医療費拠出金で１０万円、介護納付金で１，４９７万３，

０００円をそれぞれ減額するものであります。 

 また、平成２６年度の療養給付費等負担金及び退職者医療療養給付費等交付金

の超過交付分を返還するため、償還金で２，５１５万５，０００円を計上するも

のであります。 

 一方、歳入では、歳出でご説明いたしました各拠出金等の確定に伴いまして、

国庫負担金で８１２万２，０００円、国庫補助金で２２２万５，０００円、療養
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給付費交付金で６２万１，０００円、県補助金で２２２万５，０００円をそれぞ

れ減額するものであります。 

 なお、前期高齢者交付金の額確定に伴い、同交付金を３，２９５万１，０００

円減額し、また、平成２６年度決算に伴い、繰越金で８，０３４万１，０００円

を追加するとともに、基金繰入金で３，５２９万４，０００円を減額することで、

収支を合わせるものであります。 

 続きまして、「議案第４２号、平成２７年度三郷町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）」についてであります。 

 既決予算に２，４４０万９，０００円を追加し、補正後の予算総額を１８億９，

７９３万８，０００円とするものであります。 

 内容といたしまして、歳出では、介護予防事業におきまして、運動器機能向上

事業及び認知症予防教室の受講者の増加により、予算に不足が生じたため、一次

予防施策事業費で１９１万円を計上するものであります。 

 また、平成２６年度の介護給付費に係る国費及び支払基金の超過交付分を返還

するため、償還金で２５７万６，０００円を計上するものであります。 

 一方、歳入では、一次予防施策事業の増額に伴いまして、国庫補助金で４５万

円、支払基金交付金で５０万４，０００円、県補助金及び一般会計繰入金で、そ

れぞれ２２万５，０００円を追加するとともに、雑入で１０万８，０００円を増

額するものであります。 

 また、平成２６年度の実績報告による追加交付として、国庫負担金で１，３４

７万円、県負担金で１，２０７万８，０００円、県補助金で５７万２，０００円

を追加するとともに、基金繰入金の全額３２２万３，０００円を減額し、歳出の

基金積立金を１，９９２万３，０００円増額することで収支を合わせるものであ

ります。 

 続きまして、「議案第４３号、平成２７年度三郷町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に２０万２，０００円を追加し、補正後の予算総額を３億５２９万６，

０００円とするものであります。 

 内容といたしまして、本年４月及び５月に納付された保険料を広域連合に納付

するため、歳入では繰越金を、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金で、それ

ぞれ２０万２，０００円を追加するものであります。 
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 続きまして、「議案第４４号、平成２７年度三郷町勢野北部用地整理事業特別会

計補正予算（第１号）」についてであります。 

 当初予算に１億７，３４３万６，０００円を追加し、補正後の予算総額を３億

７０５万５，０００円とするものであります。 

 内容といたしましては、平成２６年度決算における繰越金１億７，３４３万６，

０００円を一般会計へ繰出金として計上するものであります。 

 続きまして、「議案第４５号、三郷町文化振興基金条例の制定について」、「議案

第４８号、三郷町社会福祉振興基金条例の一部改正について」及び「議案第４９

号、三郷町育英振興基金条例の一部改正について」であります。 

 これらの議案につきましては、内容が関連するため一括して説明させていただ

きます。 

 これらの条例の制定及び改正につきましては、先ほど、補正予算においても説

明いたしましたが、前年度に当町へご寄附いただいたふるさと寄附金について、

事業目的ごとにそれぞれの基金へ積み立てるため、行うものであります。 

 まず、三郷町文化振興基金条例については、ふるさと寄附金のうち、文化振興

事業への寄附金を同基金に積み立て、当該事業の実施に基金の一部または全部を

処分できるよう、基金について必要な事項を定めるため、新たに制定するもので

あります。 

 次に、三郷町社会福祉振興基金条例及び三郷町育英振興基金条例についても、

同様に、ふるさと寄附金のうち、社会福祉振興事業及び教育振興事業への寄附金

をそれぞれの基金に積み立て、当該事業の実施に基金の一部または全部を処分で

きるよう、それぞれの条文に所要の改正を行うものであります。 

 続きまして、「議案第４６号、三郷町個人情報保護条例の一部改正について」で

あります。 

 本条例の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、行うもので

あります。 

 主な内容といたしまして、まず、第１条として、個人番号が記録された個人情

報を特定個人情報、町や教育委員会などの実施機関が保有する特定個人情報を保

有特定個人情報として新たに規定し、特定個人情報の適正な取り扱い及び保有特

定個人情報の開示等を実施するのに必要な措置を講じるため、所要の改正を行う
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ものであります。 

 また、第２条として、国や自治体間等において、特定個人情報がオンライン結

合され、相互の情報提供等が開始された場合において、その情報提供等の記録で

ある情報提供等記録の取り扱いについて、必要な事項を定めるため、条文に所要

の改正を行うものであります。 

 なお、第１条における改正については、平成２７年１０月５日から、第２条に

よる改正については、同法附則の該当条項の規定の施行日から施行するものであ

ります。 

 続きまして、「議案第４７号、三郷町手数料条例の一部改正について」でありま

す。 

 本条例の改正につきましても、まず、第１条として、先ほど説明いたしました

マイナンバー法の施行に伴い、個人番号通知カードの再交付手数料を新たに５０

０円と定めるものであります。 

 次に、第２条として、住民基本台帳法の改正に伴い、従前の住民基本台帳カー

ドの交付及び再交付手数料を廃止するとともに、マイナンバー法の施行に伴い、

個人番号カードの再交付手数料を新たに８００円と定めるものであります。また、

あわせて住民票の写しの交付手数料の改定を行うものであります。 

 内容につきましては、従来、１世帯につき５人までが記載された証明書１通に

つき２００円とし、５人を超えるごとに２００円を加えるように規定しています

が、平成２８年１月から住民情報システムが更新され、住民票の写し１通につき

４人までの記載となることから、手数料の負担軽減を図るため、世帯人数に関係

なく、１通につき２００円とするものであります。 

 なお、第１条による改正については、平成２７年１０月５日から、第２条によ

る改正については、平成２８年１月１日から施行するものであります。 

 続きまして、「議案第５０号、平成２７年度町道立野３４号線道路改良工事（社

会資本総合整備事業）請負契約の締結について」であります。 

 本案につきましては、立野地域と国道２５号線を結ぶ町内の主要路線である町

道立野３４号線について、本路線の車道と歩道との段差が大きく、歩行者や車椅

子等の利用者にとって、非常に不便な道路形態となっていることから、歩道のバ

リアフリー化を行う道路改良工事の請負契約を締結するものであります。 

 今回、一般競争入札の結果、生駒郡三郷町城山台４丁目３２００番地の８５、
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株式会社上村組三郷支店支店長、北村雄信を契約の相手方とし、６，２６４万円

で請負契約を締結するもので、工期は平成２８年３月１１日までを予定している

ものであります。 

 続きまして、「議案第５１号、平成２７年度三郷町文化ホール電動式移動観覧席

入替工事請負契約の締結について」であります。 

 本案につきましては、文化ホールの電動式移動観覧席が、昭和６０年の設置か

ら経年による老朽化により、移動機能が完全に停止し、当該ホールが備えており

ましたオープンスペースの多目的機能が失われていることから、その入れ替えを

行う工事の請負契約を締結するものであります。 

 今回、公募型プロポーザル方式による入札の結果、生駒郡三郷町勢野東６丁目

１４番２４号、株式会社楠本工務店代表取締役、楠本康則を契約の相手方とし、

８，７４８万円で請負契約を締結するもので、工期は平成２８年３月末日までを

予定しているものであります。 

 続きまして、「議案第５２号、平成２７年度三郷町水道施設中央監視設備更新工

事請負契約の締結について」であります。 

 本案につきましては、当町の水道事業の中枢として重要な設備であり、平成４

年に設置された浄水場等の中央監視設備を、昨年３月に策定いたしました三郷町

水道事業基本計画に基づき、更新を行う工事の請負契約を締結するものでありま

す。 

 今回、公募型プロポーザル方式による入札の結果、奈良市法華寺町２１３番１、

吉田機電株式会社代表取締役、髙橋敏彦を契約の相手方とし、１億５，９８４万

円で請負契約を締結するもので、工期は平成２８年３月末日を予定しているもの

であります。 

 続きまして、「議案第５３号、三郷町道路線の廃止について」及び「議案第５４

号、三郷町道路線の認定について」であります。 

 両議案につきましては、関連がありますので一括してご説明申し上げます。 

 本案につきましては、町道勢野北美松ケ丘線の整備により、立野南３丁目を起

点とし、美松ケ丘東２丁目を終点とする幹線道路を整備したことに伴い、当該路

線を改めて信貴山麓線として町道認定し、整備区間ごとに名称が異なっている既

存の４路線を廃止するものであります。 

 また、近鉄生駒線の勢野北口駅北側の跨線橋が、供用開始後３０年が経過し、
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腐食や塗装の剥がれが生じており、今後、適切な維持管理を行うため、当該橋梁

を町道認定するものであります。 

 続きまして、「議案第５５号、財産の取得について」であります。 

 本案につきましては、三郷町消防団第２分団に配備しております消防ポンプ自

動車が、初年度登録から２２年が経過しており、経年劣化が激しくポンプ能力も

低下していることから、新たな車両を購入するものであります。 

 今回、５社による指名競争入札の結果、兵庫県三田市テクノパーク２番地の３、

株式会社モリタ関西支店支店長、平田隆吉を相手方とし、消費税を含め１，５４

４万４，０００円で財産購入契約を締結するため、議会の議決を求めるものであ

ります。 

 次に、「報告第５号、平成２６年度三郷町の財政の健全化判断比率等について」

であります。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、平成２６年度決算

におきまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率を算定し、各指標を監査委員に審査いただいたところでありますが、今年度も

実質赤字比率・連結実質赤字比率は算定されませんでした。 

 また、実質公債費比率は１．８％で、対前年度比１．６ポイントの減となり、

将来負担比率においても、将来負担額より充当可能財源が上回ることから算定さ

れず、下水道事業に係る資金不足比率につきましても、資金不足額は生じており

ません。 

 次に、「報告第６号、平成２６年度三郷町水道事業会計に係る資金不足比率につ

いて」であります。 

 地方公営企業の経営状況を判断する資金不足比率につきまして、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、議会に報告するも

のであります。 

 平成２６年度水道事業会計決算における同指標を算定いたしましたところ、資

金不足額は生じず、算定値はマイナス１０９．２％となったものであります。 

 続きまして、「報告第７号、三郷町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の結果について」であります。 

 本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定により、平成２６年度分の教育委員会の活動状況並びに施策の点検及び
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評価について議会に報告するものであります。 

 続きまして、「報告第８号、公益財団法人三郷町文化振興財団の経営状況につい

て」であります。 

 本件につきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、平成２

６年度の事業報告及び決算並びに平成２７年度の事業計画及び予算について報告

するものであります。 

 続きまして、「報告第９号、平成２６年度ふるさと寄附金について」であります。 

 本町では、昨年８月からふるさと寄附金制度の受け入れを正式に開始し、通称

「ガンバレ三郷！応援寄附金」として、町内の特産品やエコバッグの贈呈などを、

工夫を凝らしながら実施しているところであります。 

 平成２６年度の実績としまして、１３７件、合計１３２万８，０００円のご寄

附をいただきました。心より厚くお礼を申し上げますとともに、いただいたご寄

附については、事業目的ごとに基金に積み立て、有効、適切に活用させていただ

きます。 

 最後に、「報告第１０号 寄附の受け入れについて」であります。 

 町内在住の匿名の方から、古銭紙幣３９枚、硬貨１３６枚を文化振興事業とし

てご寄附いただきました。心より厚くお礼を申し上げますとともに、文化センタ

ーに来館される皆様にごらんいただけるよう、郷土資料室に展示させていただき

ました。 

 以上が本定例会に提案いたしました議案の主な内容であります。 

 慎重審議賜りますようお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。 

議長（伊藤勇二） 以上で、提案理由の説明を終結します。 

       〔審議日程及び委員会付託〕 

議長（伊藤勇二） それでは、審議日程及び委員会付託については、先般の議会運営

委員会において決定されておりますので、これを事務局に朗読させます。 

議会事務局長補佐（小村雄一） 朗読いたします。（別紙９７頁～１０５頁） 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） お諮りします。ただいま朗読のとおり、それぞれ所管の委員会に

付託の上、審議することにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

議長（伊藤勇二） 異議なしと認めます。したがって、ただいまの朗読のとおり、そ
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れぞれ所管の委員会に付託の上、審議することに決定しました。 

       〔決算審査の結果報告〕 

議長（伊藤勇二） 日程第３７、平成２６年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の

報告及び日程第３８、平成２６年度三郷町水道事業会計決算審査の報告を求めま

す。瓜生代表監査委員。 

代表監査委員（瓜生英明）（登壇） それでは、平成２６年度三郷町一般会計、特別会

計の決算審査の結果についてご報告を申し上げます。 

 去る８月３日、４日の両日、下村監査委員とともに、平成２６年度三郷町一般

会計、各特別会計の歳入歳出決算及び基金の運用状況について、地方自治法第２

３３条第２項の規定により審査に付されました平成２６年度三郷町一般会計及び

住宅新築資金等貸付事業、し尿浄化槽管理、公共用地先行取得事業、勢野北部用

地整理事業、下水道事業、国民健康保険、介護保険事業、後期高齢者医療の各特

別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支及び財産に関する調

書、関係諸帳簿、証拠書類並びに同法第２４１条第５項の規定により審査に付さ

れました基金の運用状況を審査いたしました。 

 各会計の決算につきましては、予算現額及び収入支出等について、関係諸帳簿、

証拠書類等を慎重に審査いたしました結果、計数的に正確であり、会計経理は適

正に行われたものと認められました。また、基金の運用状況につきましても、計

数に誤りがなく、適正に運用されているものと認められました。 

 なお、財政の健全化を図るため、財政運営につきまして意見を付したところで

ございますが、詳細は審査意見書をごらんいただきたいと思います。 

 続きまして、平成２６年度水道事業会計の決算審査の結果をご報告申し上げま

す。 

 去る６月１６日、下村監査委員とともに実施いたしました平成２６年度三郷町

水道事業会計の決算につきましては、今回より、国において地方公営企業法会計

基準の見直しがあり、三郷町水道事業会計においても、平成２６年度から適用さ

れ、財務諸表の姿が大きく変わることになりました。そのような状況下において、

作成されました損益計算書、貸借対照表、剰余金計算書、その他の関係諸帳簿、

証拠書類及び決算書を慎重に審査いたしました結果、計数的に正確であり、会計

処理は適正に行われているものと認められました。 

 なお、財政の健全化を図るため、事業の運営につきまして意見を付したところ
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でございますが、詳細につきましては、平成２６年度三郷町水道事業会計決算審

査意見書のとおりでございます。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） ありがとうございました。 

 以上で、平成２６年度三郷町一般会計、特別会計決算審査の報告及び平成２６

年度三郷町水道事業会計決算審査の報告を終結します。 

 暫時休憩します。再開は午前１０時５０分とします。 

       休 憩  午前１０時３２分 

       再 開  午前１０時５０分 

議長（伊藤勇二） 休憩を解き、再開します。 

       〔一般質問〕 

議長（伊藤勇二） 日程第３９、一般質問を行います。 

 三郷町議会会議規則（質疑の回数）第５５条、同一議員につき、同一の議題に

ついて３回を超えることができないと規定されております。また、（発言時間の制

限）第５６条の規定により、質問、答弁合わせて原則１時間以内と制限します。 

 一般質問の順番については、同規則第６１条第３項の規定により通告順としま

す。 

 それでは、通告順により質問を許します。各位のご協力のもと、運営が円滑に

なされますよう、よろしくお願いします。 

 それでは、２番、久保安正議員、一問一答方式で行います。 

 久保議員。 

２番（久保安正）（登壇） 会計基準見直し後の水道事業会計財務諸表等の見方につい

てということで、質問をさせていただきます。 

 水道事業会計は、２０１４年度、平成２６年度から、地方公営企業会計基準の

見直しが実施をされ、財務諸表の姿が大きく変わりました。損益計算書では、当

年度未処分利益剰余金の大幅増、貸借対照表では資産と資本の減、負債の増など

であります。この９月議会、本議会に、見直し後初めての水道事業会計決算が提

出をされ、審議されますが、それに先立ち、勘定科目と数字についての考え方、

見方について共通の認識を持てればと思い、以下、具体的にお聞きをします。 

 まず、水道事業の経営状況、財政状況を最終的にあらわしている当年度未処分

利益剰余金についてです。平成２５年度決算では６，５５８万３円でしたが、平
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成２６年度決算は１１億２，６３８万５５７円と、１０億６，０８０万５５４円

の大幅の増となっております。これは、会計基準の見直しに伴うその他未処分利

益剰余金変動額１０億２，２９５万８，６５６円が新たに利益剰余金として計上

された影響によるものであります。 

 また、未処分利益剰余金処分後の繰越利益剰余金についても、同じ理由で、平

成２５年度決算では４，５５８万３円でしたが、平成２６年度決算では１０億８，

６３８万５５７円と、これも大幅な増となっております。平成２６年度決算にお

ける当年度未処分利益剰余金と繰越利益剰余金をどう見るか、お答えをお願いい

たします。 

 ２点目は、過年度損益勘定留保資金についてです。この資金は、現金預金残高

から翌年度繰越利益剰余金と預かり金と減債積立金累計額と建設改良積立金、累

計額の合計額を差し引いた金額、このように説明されております。そして、この

資金は、第４条予算、資本的収入及び支出の決算において、収入額が支出額に不

足した際に補塡財源として扱われることがあります。平成２６年度の決算におい

てもその処理が行われております。 

 しかし、この資金は、先ほどと同じく繰越利益剰余金が１０億４，０８０万５

５４円と大幅に増となったために、平成２５年度の決算では２億９，３５８万７，

９８９円でしたが、平成２６年度決算書ではマイナスの７億３，６５７万４７６

円となり、数字の上では補塡財源としては使うことができません。大幅なマイナ

スとなった過年度損益勘定留保資金についてもどう見るのか、お答えをお願いい

たします。 

 ３点目は、平成２５年度に行った資本的収支の赤字の補塡に、減債積立金と建

設改良積立金合わせて５，７４７万４，９０３円を取り崩して充てて、同額を利

益剰余金を減額して自己資本に繰り入れたという会計処理についてであります。

会計処理としては問題はないとのことですが、水道事業の経営状況、財務状況を

判断するのに重要な指標である利益剰余金の推移は、いつ、誰が見ても簡単にわ

かるようにしておくべきだと思います。今後は、このような会計処理は行わない

ほうがよいのではないかと私は思いますが、これについてもお答えをお願いいた

します。 

議長（伊藤勇二） 酒田水道部長。 

水道部長（酒田昌和）（登壇） 失礼します。それでは、久保議員の１問目のご質問に
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お答えをさせていただきます。 

 地方公営企業会計基準につきましては、昭和４１年以来、４６年ぶりに会計基

準の見直しが行われ、民間の企業会計の考え方を取り入れながら、地方公営企業

の特性にも配慮しつつ、平成２６年度から適用されることとなりました。 

 この会計基準の見直しの主な内容といたしましては、一つ、借入資本金の計上

の変更でございます。二つ、減価償却のみなし償却制度の廃止、三つ、引当金の

計上、４、リース会計の導入、５、キャッシュ・フローの計算書の導入などでご

ざいます。 

 その中でも、財務諸表が大きく変わる要因、これにつきましては、みなし償却

制度の廃止であります。みなし償却制度とは、水道資産を取得する際に受け入れ

た下水道事業に伴う水道管移設補償費や補助金等を考慮して、その取得価格から

それらの金額を差し引いた額を帳簿価格とみなして減価償却を行ってまいりまし

た。しかし、それでは全体の金額を把握できないという指摘があったことから、

みなし償却制度が廃止され、取得金額全額をもって減価償却となったものであり

ます。 

 減価償却を行う際には、現年度分では償却対象資産のうちの当年度償却分を補

助金等を含めた金額で歳出の減価償却費に計上し、一方、歳入として新たに長期

前受金戻入を設定し、受け入れた補助金等を計上したところであります。また、

２５年度までに減価償却の終わった過年度分につきましては、補助金等を損益計

算書のその他未処分利益剰余金変動額ということで、新たに計上されたところで

ございます。 

 結果、ご質問にあります当年度未処分利益剰余金、これは、大きく増加するこ

ととなりました。しかし、過年度分として計上されましたその他未処分利益剰余

金変動額は、既に資産の取得に対して財源として使用されたものであります。料

金収入等から得られた利益剰余金とは区別して見ていく必要があるというふうに

考えられるところであります。 

 会計制度の見直しにより財務諸表が大きく変わったことで、平成２６年度末に

おいて、当年度未処分利益剰余金は１１億２，６３８万５５７円となりました。 

 決算状況を見ていく判断ということになりますと、その他未処分利益剰余金変

動額、これを除いた当年度未処分利益剰余金１億３４２万１，９０１円となると

ころであります。同様に、繰越利益剰余金及び過年度損益勘定留保資金も、その
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他未処分利益剰余金変動額を除いた金額を見てまいるところでございます。 

 議員がおっしゃられるように、マイナスになるのではないかという部分につい

てでありますが、この過年度分のところを除くことによりまして補塡財源として

今後も活用していけるというふうに判断をしております。 

 次に、２５年度決算におきまして、資本的収支の不足額に補塡する財源として、

建設改良積立金等の取り崩しを行いました。しかし、水道事業基本計画を進める

に当たって、水道事業会計を安定的に運営するため、財源を目的別に整理する必

要があることから、減債積立金及び建設改良積立金については、可能な範囲で順

次、積み立ててまいりたいと考えております。 

 今後も、資本的収支不足分につきましては、消費税資本的収支調整額及び損益

勘定留保資金をもって補塡してまいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） 久保議員、再質問を許します。 

２番（久保安正）（登壇） 答弁いただきましたけども、確認をいたします。 

 この２６年度の決算書からですけども、決算書の特に利益の剰余金の部分につ

いて見る際には、２６年度の決算から出てきますその他未処分利益剰余金変動額

については、これは、今後ずっと変わらない金額が計上される。１０億２，２９

５万８，６５６円、これが毎年度計上されるわけですけど、これは、要するにな

いものとして考えて数字を見ようということでいいということで、まず、これが

第１点の確認です。 

 ほんで、第２点目は、２６年度の決算で行った減債積立金と、それから建設改

良積立金を資本的収支の補塡に使って、その分を自己資本金に繰り入れたという

会計操作があったわけですけど、こういう処理は、今後は考えていないというこ

とで、減債積立金は減債積立金として、建設改良積立金は積立金として、その目

的にその事業を行うときに取り崩して支出をするという処理で今後はいきたいと

いうことでよろしいんでしょうか。確認ですけども、お願いいたします。 

議長（伊藤勇二） 酒田水道部長。 

水道部長（酒田昌和）（登壇） 久保議員さんの再質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、一つ目でございます。その他未処分利益剰余金変動額、これについてで

ございます。先ほどもお答えさせていただきましたように、この部分については、

過年度分、既に過年度において資産を取得した、そのときに財源として使用した
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ものであります。ただ、今回の見直しに伴いまして、この部分が今までは隠れた

状態で見えておりませんでした。それをあえて、今回、２６年度からそれを記載

していこうということであります。ただ、この金額につきましては、過年度で既

に使用されたもので、今、現時点で財源として残っているものではございません。 

 ですから、損益計算書、決算書において、当年度未処分利益剰余金１１億２，

６００万何がしということで記載はされておりますが、ここの部分は、その他未

処分利益剰余金変動額、この部分は考慮せず、最終的にはそれを除いた金額でご

判断をいただきたいというふうに考えております。 

 それから、二つ目でございます。積立金、２５年度は積立金を取り崩しという

ことで、補塡財源ということでさせていただきました。今後についてであります

が、やはり、これから基本計画を順次進めてまいりたい、そのように考えている

中で、大きな金額が必要となってまいります。そういったことも踏まえまして、

水道会計の財源というものを適正に処理していかなければ、まずいことになって

もいかんということで思っております。そういうことから、積立金につきまして

は、今後は決算状況を踏まえながら、可能な範囲で順次積み立ててまいりたい、

そのように考えております。 

 そういった中で、水道会計の財源を整理していきながら事業運営に努めてまい

りたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

       （「自己資本金への繰り入れは、今後は考えていないということでいい

んですか。そういう処理が避けられるということで」の声あり） 

水道部長（酒田昌和）（登壇） そういったことはせずに、今後は積み立てということ

で計上してまいりたいというふうに考えております。 

議長（伊藤勇二） よろしいですか。はい、１問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ２番、久保安正議員。 

２番（久保安正）（登壇） 情報公開と住民参加で焼却炉広域化の議論をということで

質問をさせていただきます。 

 三郷町の清掃センターは１９９０年、平成２年に稼働してから２５年が経過を

し、経年劣化も生じてきております。焼却炉については、長寿命化を図るため、

ごみの減量化・資源化を推進し、可燃ごみを大幅に減らす計画が２０１０年３月
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に、一般廃棄物処理基本計画として策定されたところであります。 

 焼却炉などの廃棄物処理施設を今後どうするのかは、自治体のごみ行政の今後

２０年、３０年を左右する大事な問題であります。また、ごみ行政の円滑な運営

やごみの減量には、行政と住民の協働、住民一人一人の取り組みが欠かせません。 

 そういうことからも、徹底した情報公開と住民参加のもとでの十分な論議がな

されることがとりわけ重要かと思います。天理市や三郷町など１１の市町村で、

ごみ処理施設の新設及び広域化が今議論されておりますが、情報公開と住民参加

のもとでの論議について、町はどのように取り組むつもりでいるのか。 

 また、昨年、２０１４年３月に策定されました一般廃棄物処理基本計画と、こ

の新しい、今、論議されております広域化での新しい焼却炉施設との関連につい

て、お答えをお願いをいたします。 

議長（伊藤勇二） 西村環境整備部長。 

環境整備部長（西村敦司）（登壇） 久保議員の２問目にお答えしてまいります。 

 最初に、ごみ処理の広域化につきましては、本議会の全員協議会の席をおかり

いたしまして、その内容をご説明申し上げる予定でございます。 

 したがいまして、この場ではその説明は控えさせていただきまして、２点のご

質問であります広域化に対する情報公開と住民参加のもとでの議論についての考

え方、また、ごみ処理基本計画と広域化の関連について回答申し上げたいと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 １点目のご質問のうち、情報公開についてでありますが、本議会を最初の場と

して、まだまだスタート時点の話ではありますが、ご説明をさせていただくもの

で、今後とも議会等機会を捉えて、その情報はお知らせしていく必要があると考

えております。また、住民参加のもとでの議論ということにつきましては、住民

のご代表であります議員の皆様にご意見を頂戴することが基本であると、このよ

うに考えております。 

 次に、２点目の計画と広域化の関連についてでございますが、計画の目標年度

と、広域化施設の稼働目標年度を見てみますと、その時期が同時期の平成３５年

度となっておりまして、この広域化への参加、不参加にかかわらず、定めました

計画のとおり推進していくことが必要であると、このように考えております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） 久保議員、再質問を許します。 
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２番（久保安正）（登壇） 今、答弁をいただいたんですけれども、二つだけちょっと

質問いたします。 

 一つ目ですけども、要は可燃ごみ、燃やせるごみの処理は、町あるいは広域で

もよろしいんですけど、ここが焼却炉を自前で持って焼却していく。それか、今、

近隣では斑鳩町がやっておりますけれども、民間の業者に出して焼却するか、こ

れしか多分ないんだろうというふうに思います。 

 ちなみに、斑鳩町と三郷町のごみの量を見てみたいんですけど、ご承知のよう

に、斑鳩町は三郷町より人口は多いわけです。今、民間で処理をしている斑鳩町

ですけども、平成２５年度の数字で見ますと、前年度の数字ですけども、燃やせ

るごみ、可燃ごみについては、斑鳩が年間で３，８７５トン、三郷町６，８９９

トン、三郷町が斑鳩町の１．７８倍の燃えるごみであります。ごみの総量、全体

の量については、斑鳩が６，４０８トン、三郷町が７，８２５トン、三郷町が斑

鳩町の１．２２倍になっております。燃やせるごみの量は斑鳩町に比べて大変多

い、三郷町は非常に多いと言わざるを得ません。 

 このごみ問題、焼却の問題ももちろん大事な問題です。しっかりこれから取り

組んでいかなきゃいけないわけですけども、何よりも一番の問題というのは、ご

み全体を減らすということが一番問題となります。そのごみを減らすにはどうす

ればいいのか。全体を減らすのはどうすればいいか。 

 それから、燃やせるごみは当然減らしていかなきゃいけないわけですけれども、

燃やせる、燃える可燃ごみというのは出てくるわけですから、じゃ、その出てき

たごみをどうするかという、これは、今、部長から答弁ありましたけども、行政

と議会はもちろんです。しっかり議論をしなきゃいけないんですけども、やはり、

いつも言われていることですけど、ごみについての問題というのは、情報公開と

住民の参加のもとでの議論が一番大事であると言われておるわけですけども、再

度お聞きしますけども、住民参加での議論についてはどのように、議会に対して

はもちろんですけども、町としては今のとこは考えていらっしゃらないのか、再

度、お答えをお願いいたします。 

 それから、二つ目です。先ほどもありましたけども、三郷町を含めて天理市を

中心にした広域で、焼却炉を新しくつくろうという論議がなされております。平

群町においては、昨日の議会で町長が１１市町村の広域化には参加をしないとい

うことを表明、昨日されたやにも聞いております。 
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 いずれにしろ、今論議されている焼却施設ですけども、全員協議会でまた詳し

い説明があるんでしょうけども、先日、天理市の焼却炉をつくる地元での説明会

の資料、８月の下旬でしたか、行われたんですけども、そこに、今、国が進めて

いる焼却炉です、いわゆる高効率のごみ発電施設であるということが書かれてお

ります。この高効率ごみ発電施設ですけども、いわゆる発電効率、予定されてい

るのが、処理量１日３７０トンですので、発電効率、発電効率というのは、ごみ

と外部の燃料、燃やすときに充当というより外部の燃料を合わせた投入エネルギ

ーに対する発電出力の割合なんですけども、これが１８．５％以上。だから、発

電効率が１８．５％以上とならなければならないというふうに、国の補助金でそ

うなっておるわけですけれども、そのためには、発熱量が高い廃プラスチック類、

それから、紙類、繊維類、こういう発電効率の高い廃棄物の確保がどうしても必

要になってくるんじゃないかというふうに思います。 

 この高い数字の火力を確保するために、今、三郷町が実施している新聞、雑誌、

それから段ボールなどの紙類、それから古着などの繊維類などのいわゆる資源ご

みを分別して回収してリサイクルに回しておるわけですけども、こういうことは、

この廃プラ等の高カロリーのごみを確保するために、こういう現在行っている取

り組みが弱まることはないのか。 

 それから、この４月からは、廃プラスチックの分類が始まったわけですけども、

この廃プラスチック類の回収リサイクルをやめて、以前のように燃やせるごみに

戻すなどのことはやらない。 

 それから、さっき部長が答弁いただきましたけども、定められた一般廃棄物処

理基本計画は、この計画に定められた方向でしっかりと推進をしていく。これは、

さっきも部長、言うておりましたけども、改めてですけど、今の資源ごみの分別

回収、それから廃プラの収集等々、それから、この一般廃棄物の処理計画をしっ

かり維持して推進していくということで、確認ですけども、改めて、ご答弁を再

度お願いいたします。 

議長（伊藤勇二） 西村環境整備部長。 

環境整備部長（西村敦司）（登壇） 久保議員の再質問にお答えしてまいります。 

 ごみ全体を減らすために住民参加のもとでもっと取り組むべきではないだろう

かというような１点目のご質問であったと思います。今、その取り組みを進める

がために、さらなる資源化を三郷町としては進めておりますし、また、この４月
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からはさらなる分別を始めたところです。 

 一般廃棄物処理基本計画にのっとって、ごみの減量を進めるためにいかなる方

法がいいんか、まだまだ検討の余地はあるかと思いますけども、その結果を住民

の皆様に協力を求めていくべきだと、このように思っております。 

 その協力を求める際に、住民さんのご意見を聞く場としていろんな機会を持っ

ていくその必要はあると、このように考えております。 

 また、広域化の問題です。平群町さんは、昨日の状況で不参加というような情

報を得ておられるということでありましたけども、それは、それぞれの自治体で

検討していくべきことだろうと思いますので、その辺については回答を控えさせ

ていただきますけども、ごみの減量化と広域化というのはまた別の問題であろう

かと思います。広域化への参加、不参加にかかわらず、定めました計画に基づい

て、ごみ処理の方法についてさらなる検討を深めてまいりたい、このように思い

ます。 

 以上です。 

議長（伊藤勇二） よろしいですか。はい、２問目の質問は終了しました。 

 ２番、久保安正議員の質問は、以上をもって終結します。 

 ３番、南 真紀議員、一問一答方式で行います。 

 南議員。 

３番（南 真紀）（登壇） スーパーヤオヒコの買い物客による県道信貴山線の車の渋

滞と勢野北口駅前の道路の放置自転車についての６月議会後の対策について質問

いたします。 

 本件については、久保議員が６月議会で質問をしています。ヤオヒコの駐車場

入り口付近の県道信貴山線の車の渋滞は、平群に新しくスーパーができたことも

影響しているのか、ここのところは幾らか緩和されているようですが、依然とし

て続いています。６月議会での町の回答は、引き続き警察と県と連携し、改善の

要求を行うとのことでしたが、６月議会後の取り組みについてお答えをお願いい

たします。 

 それから、買い物客による勢野北口駅前の迷惑駐輪について、６月議会での町

の回答は、「当該道路からスーパー敷地内への駐輪場へのアクセス方法や、買い物

客に敷地内への駐輪を徹底していただく方法を検討するよう申し入れた」とのこ

とでした。ところが、スーパーヤオヒコは、最近になって、当該道路からスーパ
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ー敷地内への入り口に車どめのポールを設置し、そのポールにバイク、自転車の

通行はご遠慮願いますと張り紙をしています。どういうことなのでしょうか。 

 それと、６月議会の答弁で、「現状の自転車と放置禁止区域での放置車両の撤去

方法では、一時的な駐輪に対してなかなか求める結果が得られないため、即時撤

去を取り入れるなど、厳しい対応も検討していかなければならないと考えていま

す」との答弁もありましたが、そのことについては、どのようにお考えでしょう

か。よろしくお願いいたします。 

議長（伊藤勇二） 西村環境整備部長。 

環境整備部長（西村敦司）（登壇） 南議員の１問目にお答えしてまいります。 

 まず、１点目の県道信貴山線の渋滞の件でございます。ご質問にもありますよ

うに、平群町に大型スーパーができたためか緩和状態にありますけども、土曜日

の売り出しセール時には、以前ほどではないものの、依然として渋滞が発生して

いる状況です。 

 ６月議会以降の対策についてのご質問ですが、郡山土木事務所に対しまして、

道路管理者としての立場として指導していただくよう要望書の提出を行いました。

その後、その要望を受けて、ヤオヒコに対して、県のほうからガードマンの強化

及び安全対策の強化の指導を行っていただいた、この報告を受けております。 

 繰り返しの答弁になりますが、状況把握に努めまして、引き続き警察、県と連

携し、改善の要求を行ってまいります。 

 次に、勢野北口駅前の迷惑駐輪対策として、駐輪場へのアクセス方法、また、

買い物客に敷地内への駐輪をしていただく方法を検討するようヤオヒコに申し入

れを行った件でございます。 

 回答のほうは、経営状況から、さらなる人的配置が困難だということ、また、

当該地が借地であることから、現状の変更がなかなか難しい、こういったことか

ら、現在もまだ検討中であるんだという回答をいただいております。 

 一方、行政といたしましては、駐輪される方のモラルに訴えかけるため、昨年

に引き続き、小学生の描いた啓発ポスターを路面に貼付する方法を継続したいと

考えておりまして、さらなる提供をいただくため、教育委員会にも協力を求めて

いるところです。 

 また、放置車両の撤去の面からです。前回、回答いたしました即時撤去につい

て、具体的な検討に入っております。今後の状況を見ながら、来年度から導入で
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きるよう準備を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） よろしいですか。はい、１問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ３番、南 真紀議員。 

３番（南 真紀）（登壇） 準要保護生徒を対象にした高校入学準備金の新設について

質問させていただきます。 

 要保護生徒が高校に入学するときは、入学準備の諸費用に充てるため、生活保

護費用の中で６万３，２００円以内で入学準備金が支給されています。三郷中学

校の準要保護の生徒数は１０年前の２００４年度は４３人でしたが、２０１４年

度は７４人と７割もふえ、格差と貧困が拡大し続けています。 

 今年の３月に卒業した３年生は２３人でした。教育基本法第４条教育の機会均

等の３項は、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由に

よって修学が困難なものに対して、奨学の措置を講じなければならない。」とうた

っています。２年前の９月議会で、久保議員が一般質問で取り上げていますが、

準要保護生徒を対象にした高校入学準備金の新設を検討するお考えはありません

か。よろしくお願いします。 

議長（伊藤勇二） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） それでは、南議員の２問目のご質問にお答えをさせて

いただきます。 

 今回のご質問の内容につきましては、従前から町議会の会派でもあります政友

会からもご意見をいただき、また、平成２５年、第３回９月定例会におきまして、

久保議員さんからも同様のご質問をいただいております。 

 平成２２年度をもって廃止いたしました高等学校等入学支度金につきましては、

世帯全員の所得額が生活基準額の１．３倍以内、いわゆる準要保護生徒の保護者

に対し、公立で７万円、私立の場合で２０万円の入学支度金の給付を行ってまい

りました。しかし、国において、平成２２年４月から、公立高等学校の授業料の

無償化が実施され、私立高等学校等に在学する全ての生徒に対しても就学支援金

が支給され、家庭の教育費への負担が軽減されることとなりました。 

 また、本町におきます準要保護児童・生徒数は、１０年前からは増加しており

ますが、近年は横ばい状況でございます。本町の高等学校入学支度金制度が廃止
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されてから、はや５年が経過いたしましたが、県内市町村の状況を見ますと、６

市２町２村が何らかの支度金を支給しているのが現状でございます。 

 そのような中、本町におきましても、生活困窮者に対する教育費の負担軽減の

一助として、三郷町育英振興基金の有効活用を検討いたしました。つきましては、

本９月定例会におきまして、同基金条例の一部改正を上程しており、平成２８年

度より町内在住の中学校卒業生で、かつ準要保護に対する生徒に対し、高等学校

等の入学に係る経費の助成を予定しております。この助成金につきましては、国

公立で３万円、私立の場合は５万円をそれぞれ上限とし、助成してまいりたいと

考えております。 

 なお、財源につきましては、平成２６年度末、三郷町育英振興基金で７９２万

３，８７６円の残金があり、これに加え、多くの方々からふるさと納税へご寄附

をいただき、そのうち教育振興への寄附もいただいておりますことから、この基

金の活用を考えているものでございます。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） よろしいですか。はい、２問目の質問は終了しました。 

 ３番、南 真紀議員の質問は、以上をもって終結します。 

 １番、神崎静代議員、一問一答方式で行います。 

 神崎議員。 

１番（神崎静代）（登壇） それでは、１問目、予約制乗合タクシーの運行の改善をと

いうことで質問をいたします。 

 予約制乗合タクシーは、２０１１年１２月の試行運行開始後、３年９カ月がた

ち、制度が定着してきました。利用者からは大変喜ばれていますが、最近、予約

がとりにくい、あるいはとれないという苦情が寄せられています。これは、今年

の１月から運行方法を変えたことに一因があるのではと考えられますが、予約が

とれない方の割合がどれぐらいあるのか、また、この状況について、町はどのよ

うに考え、どのように改善をしようとしているのかをお聞かせください。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、神崎議員の１問目の質問にお答えをしてま

いりたいと思います。 

 試験的な実証運行期間を経まして、平成２５年４月から本格運行を行っており

ます三郷町予約制乗合タクシーでございますが、平成２４年度では、年間利用者
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が１万７９３人でございましたが、２５年度では１万９，６４０人、また、２６

年度におきましては２万３０７人と、多くの皆さんにご利用いただき、本町には

なくてはならない地域公共交通として定着してきたものと考えておるところでご

ざいます。 

 運行内容につきましては、実証期間の実績を踏まえ、本格運行開始時に、運行

の曜日や時間、区域等の大幅な見直しを行いましたが、それ以降、運行内容の変

更は行っておりません。一方、運行委託料の算定方法につきましては、運行開始

時から昨年末までは、走行した分だけを支払うといういわゆる距離借りを行って

おりました。 

 しかしながら、多くの方々にご利用いただくにつれ、実質的にタクシー車両と

乗務員を拘束する形となっており、当初に想定をしておりました駅待ちのタクシ

ーなど待機中の一般タクシーを予約制乗合タクシーに転用したり、また、その逆

で予約のない時間帯には一般タクシーとして有効活用できるというような当初の

想定から、だんだん利用が多くなることによって状況が大きく変わってまいりま

した。 

 そこで、本年１月より運行委託料の算出方法の一部を変更し、これまでのよう

に実車走行に対して支払う方法、いわゆる実走運行料金算定方式と呼んでおりま

すが、この方式から時間借り方式という形に改めました。 

 ただし、全ての運行日におきまして、例えば１日３台もしくは１日４台という

ことで、最初の時間帯から最後の時間帯まで一律で台数を決めて借り上げるとい

うようなものではなく、これまで予約制乗合タクシーに掲載をしておりますシス

テムに蓄積された利用データをもとにしまして、曜日ごと、時間ごとに必要な台

数を車両シフト表というのをつくりまして、車両を借り上げる方法に変更したと

ころで、その場合、利用者にできるだけご不便がかからないよう、利用の多い曜

日や時間帯には車両をふやして配車をする、比較的利用の少ない曜日や時間帯に

は減車をするというシフト制を組んだところでございます。 

 そのような中、運行事業者には、予約が成立しなかった件数やその状況につい

て、毎日、詳細に報告書を提出するよう求めているところで、本年４月から７月

の予約不成立の割合ということで、申し込んだが、実際にご利用いただけなかっ

たという割合が全体の何％かということを見てみますと、８．７３％ということ

になりました。 
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 ただ、その個別内容を見てみますと、特に予約が集中する曜日・時間帯でのお

申し込みで予約ができないケースももちろんあるわけでございますけれども、予

約可能最短時間、３０分前から予約できるとしておりますので、その３０分前ぎ

りぎりにお申し込みをいただいておるケース、また、希望される乗車時間より多

少待ち時間が生ずることによる案内をしますと、「そんな待たなあかんのやったら、

もうええわ」というようなことで予約をキャンセルされるというようなケースも

その中には含んでおります。 

 このことから、利用の状況や不成立の状況、収支比率等を総合的に判断しなが

ら、持続可能な地域公共交通として存続できるよう曜日・時間帯での配車の変更

など改善を図っているところではありますが、何分にも全ての利用される方々の

ニーズにお応えするには、予約制乗合タクシーとしてのシステム上の一部限界と

いうものもあろうかと考えております。 

 また、予約制乗合タクシーそのものが、利用しやすさと料金の両面におきまし

て、定時・定路線でありますバス・電車、または、申し込みますといつでも来て

くれる一般乗用タクシー、この中間に位置する乗り物であるということをご利用

者の皆様にもご理解いただくとともに、予約制乗合タクシーの予約でございます

が、１週間前から予約受け付けが可能となっておりますので、そのことを十分に

周知し、できるだけ早目の予約を行っていただくことで、１人でも多くの皆さん

にご利用いただけるよう今後も対処してまいりたい、このように考えているとこ

ろでございます。 

議長（伊藤勇二） 神崎議員、再質問を許します。 

１番（神崎静代）（登壇） 不成立が８．７％ということになりましたら、かなりの１

２件に１件ぐらいお断りしていることに、というか本人から要らないという場合

もあるんでしょうけれども、不成立ということが全くないわけではなくて、やっ

ぱりなかなか乗りたいけれどもうまくいかない場合もやっぱりあると思いますの

で、時間借りの方式に変えたので、その時間に何台配車するかということを今ま

でのデータからされているので、なかなかうまくいかない面もあるということは

わかりますし、配車をふやすことによって費用がかさむということももちろんわ

かっていますけれども、やっぱりその辺、シフトを敷くときの、なるべくそうい

うことが起こらないように検討はされているのでしょうか。その辺だけ、ちょっ

と確認をお願いします。 
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議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） 神崎議員の再質問にお答えをしてまいりたいと思いま

すが、確かに不成立８．７％といいますと、百分率で直しますと１２件に１件ぐ

らいがキャンセルになっているというようなことで、そのキャンセル率というの

は、キャンセルといいますか成立しない率というのが高いじゃないかというふう

に思われますが、このパーセントの中には、お１人で１回に、例えば何時に乗り

たいねんとおっしゃったときに、それ、ちょっともういっぱいなんですと、ほな、

次、この時間どうやとかということで、お１人がいろんなお申し出をされる、そ

れも一件一件カウントしていますので、全てが、１２人にお１人が全部アウトと

いうことでもないということは、まず、申し上げておきたいなというふうに思い

ます。 

 それと、議員おっしゃったように、乗れないのであれば、確かに車両をふやせ

ばその分は乗っていただく方の機会がふえるわけですから、そのような形でふや

せばええやないかと、ただ、ふやせば費用、ふえるけどねというようなご質問で

あったわけですが、全くおっしゃるとおりで、無尽蔵にふやすことというのは、

何も考えなければ、当然それも可能でありましょう。しかしながら、この制度自

体を進めるときは、冒頭申し上げていたと思うんですが、やはり三郷町がスター

トをさせて、持続可能なというようなことで、一度始めてしまったら、もう途中

やからこれでええわとか、これでもうやめやというようなことにはできないと考

えています。 

 したがって、長年続けていこうとすれば、住民の方、ご利用者の方のご負担も

当然お願いをせないかんし、収支比率と言っていますが、町が負担をすべき金額

も無尽蔵ではございません。その辺も含めて、費用と効果ということから考えて

いかないかんのですが、今もご意見もいただいておりますとおり、申し出があっ

てもなかなか乗れない時間帯があるというようなことでもありますので、その辺

は、今後、その時間帯が集中しているところに台数をふやして、もうちょっと減

らせるところをそっちへ回せないかとか、そういうところは運行事業者と、これ

は調整協議が必要になってこようかと思いますけども、その辺は調整は図ってい

きたいとは思いますが、今この場で、必ず皆さん乗れるようにというようなお約

束はできないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 
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議長（伊藤勇二） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 １番、神崎静代議員。 

１番（神崎静代）（登壇） それでは、２問目、放課後児童クラブ、大変入所者が急増

しておりますので、その件について質問します。 

 近年の社会、経済情勢の変化に伴って働く女性もふえておりまして、放課後児

童クラブへの入所希望者がふえ続けています。この４月からは、施設の拡充も行

って三郷小学校は７０人から１００人、北小は１２０人から１４０人に定員をふ

やしましたが、現在それでちゃんといけているのか。現在の状況をまずお聞かせ

ください。 

 それから、子ども・子育て支援法の施行により対象児童が６年生までに広げら

れましたが、今のところ、これまでと同様の４年生までとなっています。５、６

年生の入所希望者への対応、特に夏休みなど長期休暇への対応についてはどのよ

うに考えておられますか。 

議長（伊藤勇二） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） それでは、神崎議員の２問目のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 まず初めに、両小学校におきます放課後児童クラブの状況について説明させて

いただきます。 

 今、議員からもありましたように、本年４月１日より、三郷小学校放課後児童

クラブの定員を７０名から１００名に、三郷北小学校放課後児童クラブでは、定

員を１２０名から１４０名に増員いたし、運営をしているところでございます。 

 次に、入所状況でございますが、本年９月１日現在、小学校４年生までの受け

入れで三郷小学校では８７名、三郷北小学校１３９名であり、現在、待機児童は

いない状況ではありますが、三郷北小学校ではほぼ定員数に達しているのが現状

でございます。 

 また、子ども・子育て支援法の施行により、本年４月１日から、放課後児童ク

ラブの入所対象者が６年生まで広げられました。これを受け、本町といたしまし

ても、小学校５年、６年生の入所希望者への対応や夏休み等の長期休暇への対応

について検討を重ねてまいりました。その結果、三郷小学校では、年々子どもの

人数が減少傾向にあるため、空き教室等の改修を行いまして、有効活用を行いな
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がら小学校５年生、６年生の受け入れは可能であると考えます。 

 一方、三郷北小学校では、特に勢野北地区での転入が多く、それに合わせて子

どもの人数も増加傾向にあります。したがって、空き教室にも余裕がなく、三郷

小学校とは対照的であり厳しい状況であります。 

 本町といたしましては、５年生、６年生の高学年の受け入れはできれば両校同

じタイミングで実施したいと考えており、それを行うには、三郷北小学校の敷地

内にさらにもう１棟プレハブ建設をしなければならず、あわせて指導員の増員、

備品の購入、光熱水費等の経費が必要となってまいります。また、建設工事期間

も長期にわたることから、現段階では、５年生、６年生の受け入れ及び長期休暇

への対応は困難だと考えております。 

 現状の運営といたしましては、小学校４年生までの子どもの受け入れを最優先

とし、できる限り入所希望者の望みがかなうよう運営をしております。このこと

から、現行の４年生までの受け入れにおいて、定員が大幅に下回るような状況と

なれば、６年生までの受け入れも行ってまいりたいと考えておるものでございま

す。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） 神崎議員。 

１番（神崎静代）（登壇） 今、現状をお聞きしましたら、三郷小学校のほうは空き教

室もありますので対応のほうは何とかなるということなんですけれども、北小学

校は、本当に勢野北のほうの入居がふえて子どももふえ、放課後児童クラブへの

入所希望者がふえているということで、１４０人の定員に対して１３９人という

ことで、あと１人しか余裕がないわけです。ということになりますと、やっぱり

また今年の４月のときのように、来年の入学のときもまた定員オーバーというこ

とも考えられると思います。できるだけ希望に沿うではなく、やっぱり少なくと

も最低４年生までは絶対受け入れしなければいけないと私は思います。その辺に

ついて、どのように考えておられるのか。 

 それから、やっぱり毎年毎年、いつもあと追いみたいなことでなくて、なかな

か難しいけれども、今後、どのように子どもの数がふえていき、放課後児童クラ

ブ、希望する子がどのぐらい、なかなかシミュレーションも難しいんですけれど

も、そういうことはちゃんと考えておられると思いますけれど、その辺のことに

ついてどのように考えておられるのか。 



 －40－

 ５、６年生の受け入れについても、もちろん三小だけ先にやるというのは同じ

町として難しいと思いますので、その辺は、できれば夏休みだけでも何とかなら

ないのかというのは思いはありますけれども、とりあえずは最低４年生までの受

け入れは必ずできるような方策を考えていただきたいと思っておりますので、そ

の辺について、お答えをお願いします。 

議長（伊藤勇二） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） 失礼します。神崎議員さんの再質問にお答えをさせて

いただきます。 

 まず、小学校４年生までの受け入れ状況を最優先ということで、１回目の回答

でもさせていただきました。現状を見てみますと、本当にあと１名の定員枠しか

今のところありません。今の三郷北小学校の施設におきましては、まだ定員は最

大１６０名まで収容可能でありますので、そういったことも踏まえまして、今後

は、受け入れ状況につきまして定員もあわせながら検討していきたいということ

で思っております。 

 それと、二つ目、今後の状況はどうなんかというようなご質問でございました。

本年におきましても、１２０名から１４０に定員をふやしまして、それでいける

かなということで臆測をしておりましたけれども、実際、ふたをあけてみますと、

予想以上に入所希望者がありまして、実際のところ、びっくりしているような状

況でございます。 

 今、三郷北小学校におきましては、普通教室の関係もそういったシミュレーシ

ョンをしていかないといけませんし、今の社会情勢から見てみますと、そういっ

たことも考えて学童保育の状況も検討していきたいということで、今シミュレー

ションをしておりますけれども、この増加の傾向でありましたりとか、入所者の

希望というのが出生率とかで大体わかるんですけども、学童の入所者数というの

は本当につかみにくいような状況でありますので、できるだけ現状を踏まえまし

て対応できるようには考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） よろしいですか。はい、２問目の質問は終了しました。 

 １番、神崎静代議員の質問は、以上をもって終結します。 

 暫時休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

       休 憩  午前１１時５３分 
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       再 開  午後 １時００分 

議長（伊藤勇二） 休憩を解き、再開します。 

 それでは、４番、兼平雄二郎議員。 

４番（兼平雄二郎）（登壇） 許可されましたので、質問させていただきます。 

 被災時の防災についてなんですが、今回は、ちょっと備蓄食料に限って質問さ

せていただきます。 

 被災地の防災対策については、一番言われるのは、まずは個々人において１週

間程度の食料・飲料水の備蓄が求められているということです。例えば県の災害

予防計画を見ましても、住民の役割として、住民は、食品、飲料水、その他の生

活必需品、物資の備蓄に努めなければならないとね。１週間以上の食料・飲料水

及び生活必需品を備蓄するよう努めるというようなことが書かれています。 

 また、三郷町のこの三郷町防災計画です。地域防災計画についても同じような

趣旨です。災害への備えとして、一般住民は飲料水・食料及び、どれぐらいとは

書いていないんですが、生活物資の貯蓄とか、そのほか、非常持ち出し品の準備

とか家具、什器等の適宜固定とかいろんなことが書いていますが、今日は備蓄品

に絞りたいと思っています。 

 そういうことが言われて久しいですし、それから、町の防災講演会も、しばし

ばやっぱり「自分で備蓄することのすすめ」というのがいつも強調させていただ

いて、大きく言えば自分の身は自分で守ることということがいつも言われている

わけなんですけども、そういう中で、町として、三郷町の各家庭、各家での実態

がどんなものかと把握されているのでしょうか。それとも、どういうふうに捉え

ておられるのかと。 

 また、町として、先ほども言いましたが、備蓄を促す取り組みとしてキャンペ

ーンとか啓蒙活動をどのように実施してきたのか。さらに、今後どのようにして

いくのかということ、実態を捉えることを含めて、まず１点は、住民の役割とし

ての備蓄品です。 

 二つ目は、共助の立場から、これは基本的には自主防災会の設立ということで、

三郷町では非常に進んでいまして、奈良県全体の中でも三郷町は９７％ですとか

９６％、奈良県ではまだ９０％いっていないということを、この前、県でもおっ

しゃっていました。 

 ほんで、そういう活動の推進を目指してきましたが、各地域防災会の備蓄食品
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の実態はいかなるものか。というのは、地域の備蓄食品というのは、例えば私の

住んでいる地域の人は、自治会館が一時避難所になっていまして、そこから三郷

北小学校まで行くのには、一度避難訓練してみましたけども、往復１時間半、特

に車椅子などは非常に困難でして、車椅子でやって来るといわゆる県道信貴山道、

あこが非常に狭くて、早速、県の郡山土木事務所にも申し入れて、あそこをどな

いかならないか、せめて車椅子が通れるぐらいにならないのかということをずっ

と申し入れて、今、協議もさせていただいているんですけども、そういう実態で

す。 

 だから、例えば北小学校へ行くということは、かなり困難なことが予想される

中で、そしたら、地域のそういう自主防災会、各地域の備蓄品というものは、や

っぱり三郷町全体の被害想定人数が６，０００人ですから、例えば三室に２７％

でしたか、防災の想定人数は。そしたら、三室の場合は、例えば１，０００人、

もっといると思いますが、１，０００人としても例えば２７％、２７０人分の１

日の備蓄食品がされているかといったら、されていないというのが現状だと思い

ます。そういう実態をどのように捉えておられるのかということと、今後、町か

らの地域防災会への働きかけなどの計画について教えていただきたい。 

 公助の立場についてということでは、これは、町長もこの間もおっしゃってい

ましたように、三郷町は、少なくとも１日分、６，０００人の１日分の３食の水

と食料は十分、それが１日分でいいのかどうかは別としまして、そういう２５年

からですか、もうちょっと前からか、計画的に備蓄品の一覧表も見せていただい

ています。 

 ただ、私自身、三郷町の中でちょっと問題にしたいのは、最後に書いています

ように、また、町の東部地域というのは、具体的に言いますと、夕陽ケ丘、東信

貴ケ丘、三室ですけども、町の備蓄倉庫などから遠距離にあるわけなんです。そ

ういうことを含めて、三郷町全体の備蓄品の保存場所として今のんで十分なのか、

そして、そういう中で各地域に全てに行き渡るようになっているのかどうか、そ

の辺の実態を教えていただきたいのと、今後の対策を教えてください。 

 以上です。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、兼平議員のご質問にお答えをしてまいりた

いと思います。 
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 ご質問の被災時食料・飲料水の対策として、まず、一つ目のご質問の項目でご

ざいます各家庭における食料・飲料水の備蓄の実態でございますけども、これま

でに各家庭での備蓄状況を個々に調査したことはございません。したがって、各

ご家庭でどれぐらいの備蓄がなされているかというようなことは、町としては把

握していないというのが現状でございます。 

 しかしながら、万一の災害発生時には、町が準備をしております備蓄品にも限

りがありますことから、各家庭での備えも必要であるという前提に立ち、全世帯

に配布をしております防災ハザードマップ、こちらには、備蓄品や非常持ち出し

品の例を掲載して、必ずこういうところでこういうものが必要になりますので、

個々にご準備くださいねという啓発をさせていただいています。 

 また、それ以外といたしまして、定期的に広報紙の紙面を活用して、例えば風

水害が近いということになりますと、それの備えという観点からも、備蓄品もし

くは持ち出し品の啓発も含めて住民の皆様方に呼びかけを行っているというとこ

ろでございます。 

 また、町が備蓄しております食料品・飲料水のうち、消費期限が迫ってきたも

の、飲料水や食料はそのまま廃棄をすることなく、町が備蓄をしている物品の紹

介と各家庭でも備蓄する、こういうものを備蓄されたらどうですかというような

ことで、物品のサンプルとして自主防災組織を通じまして、町から住民の皆様に

啓発配布ということを行っておるところでもございます。 

 加えまして、毎年１１月に実施をしております人権フェスタ、議員もご存知だ

と思いますが、その人権フェスタにおきまして、町がストックしています備蓄品

の展示、または、それを実際に食べていただく、試食していただくということで、

それらの試食等も行うことで、住民の方々にも広くこういうものをストックして

いただければということでの啓発も行っており、今後の取り組みとしても、これ

らの取り組みを持続、継続的に積極的に行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、２項目の各地域の自主防災組織の備蓄の実態についてのお問い合わせで

ございますが、食料品・飲料水等の購入経費は、既に町が行っております自主防

災組織育成事業助成金の対象外となっております関係上、どれだけ各自主防災会

で食料や飲料水を購入され、また、それを備蓄されているかということにつきま

しても、町のほうでは具体的に把握をしておりません。しかし、町内の自主防災
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会への啓発につきましても、先ほど住民の方への啓発と同様、同じようなことに

なりますけども、町の備蓄食料品の配布等を通じて啓発をしているところで、こ

の辺につきましては、やはり住民の方、また、自主防災の組織としても、こうい

うものが必要だなということを十分にご認識をいただけるような取り組みをこれ

からも続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 最後に、町の備蓄状況ということでご質問をいただいておりますが、既にご承

知かもわかりませんが、本町においても、最も被害を受けると想定されておりま

す地震の想定避難率、先ほどもおっしゃっていましたが、２７．５％としてそれ

をもとに算出をいたしました想定避難者数６，３５０人ということで想定をして

おりますが、その方々が丸１日避難所で生活を行っていただくために必要となる

食料や飲料水を常時、現在も備蓄をしております。 

 具体的に少し申し上げますと、５年保存できる５００ミリリットル入りのペッ

トボトルの水１万９，０５０本、食料といたしまして、ビスケット・クラッカー・

アルファ化米・保存パン、それぞれに６，３５０食。それから、高齢者等で食事

がとりにくいという方々のためも考慮いたしまして、おかゆ１，２００食、また、

新生児、子どもさん、赤ちゃんですけども、赤ちゃんは食事がとれませんので、

新生児用と９カ月以上の粉ミルク、それぞれ２，０００本、それを三郷小学校、

三郷北小学校、南畑幼稚園前の駐車場、立野防災倉庫にそれぞれ想定される避難

者数に応じて現在備蓄を行っておるところでございます。 

 また、このたび竣工いたしました新学校給食センター、こちらにも、新たに備

蓄品をストックするということで、今、その準備を進めているところでございま

す。 

 なお、災害発生時には、原則として町内にあります８カ所の指定避難所で集中

して避難所の対応に当たることを想定しております。そのことから、大型資機材

を収納している立野防災倉庫を除きまして、各備蓄倉庫には、指定避難所の付近

に設置をしておるというふうに考えておるところでございますが、食料・飲料水

等の配布につきましても、原則として指定避難所へお届けするというようなこと

で現在想定はしております。 

 現状で、当初の勢野地域から東の地域におきましては、相当人数を収容できる

大規模な施設というのは、先ほどおっしゃったように、北小になるかと思うんで

すが、北小であったり、また、ちょっと遠いですが、新学校給食センターで対応
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することになろうかと思うんですけども、そのときに、町の東部地域に新たな備

蓄倉庫を設置してはというようなご意見かと思いますが、今の段階では、そうい

う倉庫を設置できる適切な場所というのが見当たらないということもありまして、

現在の備蓄の状況、備蓄の配置場所を継続したいというふうに思っておりますし、

また、実際、何か災害が発生すれば、その状況に応じまして、町職員が実際に避

難所にそういう備蓄品を配布することになりますので、そのときには状況に応じ

て柔軟に対応し、適切にお届けをしてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

議長（伊藤勇二） 兼平議員、再質問を許します。 

４番（兼平雄二郎）（登壇） まず、各家庭でのいろんなキャンペーン、啓蒙活動は私

もずっと地域の防災会の会長を長年やってきましたので、町がなさっていること

は承知しているつもりです。ただ、実態把握としましては、もうちょっと私は地

域防災会などを活用して、例えば町が調査するというのは非常に難しいんですけ

ども、地域防災会にはいろいろ住民から、食料、この程度でええんかとか、いろ

んな日常的な問いかけがありますし、実際、例えば一つの防災会の中で、各家庭

がどれぐらい備蓄品を持ってんかということを調査することは可能じゃないかな

と思いますので、そのあたりは、地域防災会というのは基本的に活発に動かんこ

とには意味がないと思いますので、そういう中で、５年ほど前からですか、町が

助成を１２０万か１５０万、それからさらに、行事をするときに２万円の助成と

いう形で、今、最高一つの防災会で１１７万円の助成が受けられるようになって

いて、それは非常にありがたいことだと思っているんですけども、実際の活動面

での横の連絡とか、町との連携とか。 

 先ほども言いましたように、どんなことを、例えばある防災会でやっているこ

とが、別の防災会に対してどんだけ横の連絡があるのかどうかとか、その辺はや

っぱり十分活用していくべきだと思いますし、先ほど申しましたように、本当の

実態を知るためには、やはり町と防災会が協力していくべきじゃないかなと、１

点は思っております。 

 それと、もう１点は、今の東部地域にそういう備蓄品の置く場所、今のところ

考えておられないということなんですけども、三郷町は８カ所ですか、備蓄品を

置いてあるんは６カ所、ただ南畑幼稚園のところにコンテナがあって、ただ、斑
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鳩町などは、私、自転車で見て回ったんですが、１３カ所、あちこちに置いてい

ます。それから、王寺町は見て回ってないんですけども、町の方に聞いたら１２、

３カ所、やっぱり置いてあるというもんで、全体を網羅しているんですかと言っ

たら、そういうことは意識しているというね。 

 ほんで、三郷町の中でも、やっぱりそういういろんな地域を各ブロックを意識

した備蓄品の置き方というのが今後必要じゃないかなというふうに私は考えてお

ります。 

 場所が見当たらないとおっしゃったんですけど、例えば場所がわからんかった

ら、やっぱり地域の、斑鳩町などは、２５号線の観光道路を上がるとこのローソ

ンの裏の公園に大きなコンテナを２台置いています。そういうふうに地域の住民

と相談すれば、置く場所はいろいろと相談できると思うので、やっぱりそのあた

りの相談をしていただきたいなと思いますので、要するに、各家庭の本当の実態

をやっぱり知らなければいけないということと、それと、災害が起こったときに、

町内全て網羅できているのかどうかというところで、今後検討していただきたい

なと思います。 

 以上です。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） 兼平議員の再質問にお答えをしてまいりたいと思いま

す。 

 基本、ご要望であったやには思いますが、まず１点目、個々の実態把握につい

て、地域防災会を活用して、その組織で調査することは可能じゃないか、おっし

ゃっているとおりだと思います。ですから、当然、それをしていただくにこした

ことはないわけで、ただ、地域防災会、名称は自主防災会と正式には申し上げる

と思うんですが、自主活動として、自分とこの地域は自分達で守るんだという一

つとして、各ご家庭、どれぐらいストックされてますかということを調査すると

ともに、地域の皆さんに啓発をしていただく。それが自主防災会の活動の一つに

もなろうかというふうに思います。 

 ただ、そういう活動を積極的に取り組んでいただけるところと、そうでないと

ころがもしあるようであれば、他の自主防災会ではこんな取り組みをされていま

すよというようなＰＲを兼ねて、他の自主防災会にもご紹介をできるというよう

なこともありますので、その辺は機会を捉えて啓発といいますか、お知らせをし、
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こういう取り組みが広がっていければなということで考えるところでございます。 

 それと、備蓄場所のことでございます。確かに事細かに配置をすることで、災

害が起きたときに、近くにそういう備蓄品があるということから、即座に対応し

得る、おっしゃるとおりだと思いますが、やはり、備蓄をするというのは、一旦

置いたら中を定期的に確認をしたり、また、入れ替えも当然必要になってまいり

ます。 

 三郷町、実際には８．７９平方キロメートルの地域ですけども、大半が信貴山

の山麓部分で、居住地域というのは３、４平方キロメートルぐらいだいと思うん

です。横には長い地形ではあるわけです。その中で、当初は学校にのみ、両小学

校のみにストックをしていたかと思うんですが、それでは非常時に、例えば信貴

山へ上っていく県道沿いで大きな災害が発生したときに信貴山が孤立してしまう

やないかというようなことから、信貴山南畑地区にも、そこはコンテナというこ

とで対応しております。 

 これまで、全然見直しをしてこなかったということではないわけですけども、

果たしてコンテナを増設することだけがいいのかどうなんか。コンテナであって

も、やっぱり空調設備もひょっとしたら要るやもしれませんし、その辺も含めま

して、他の自治体さんでコンテナを置かれていることも承知はしますけども、資

機材であればそういうのもいいかもしれませんが、口にする食料、飲料水等々に

関しては、ちょっとその辺はストックをするということからすれば、環境も考え

ていかないけませんので、その辺で適宜検討はしてまいりたいと思いますけども、

今の段階では、増設する予定は今のところ持ち合わせておらないというのが現状

でございます。 

議長（伊藤勇二） ４番、兼平雄二郎議員の質問は、以上をもって終結します。 

 ６番、佐野英史議員、一問一答方式で行います。 

６番（佐野英史）（登壇） では、議長のお許しを得まして、一般質問させていただき

ます。 

 男女共同参画社会についてという表題で質問させていただきます。 

 共同参画、ここはともに同じくするという形の共同でも使わせていただきます

けども、「協働」もありまして、さまざまな「きょうどう」という意味でもいろん

な目的、変わってきますけど、今回の質問は、一般的に言われています「ともに

同じくする」という共同参画という観点から質問させていただきます。 
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 特に、ここ数年、女性の社会進出ということを促進しようというふうな形で政

策的にも進められています。先日、女性活躍推進法というものが成立いたしまし

た。この１０年間の時限立法という形なんですけども、私がこの質問をしようと

思ったのは、去年に７年ぶりに議会に戻らせていただきまして、役所自体には女

性の姿がふえたのかなというふうに感じますけども、この本会議場でも、女性は

理事者側は局長１人ということで、委員会におきましても、文教厚生常任委員会

には、やっぱり南畑幼稚園とか西部保育園のスタッフあるいは保健センターの職

員等で女性の姿が見れるんですけども、総務建設常任委員会になりますと、本当

に男性一色という形になっています。 

 私は、今介護の現場で働かせていただいておるんですけども、やはり、女性の

感性というか女性特有の気づきとか、そういう女性らしい部分というのは行政に

も生かしていけるのではないかなというふうに思っています。そういう意味では、

世間には、世の中には女性が半分いるんだから、女性が半分がいいというような

意見もありますけども、私はこの数値とかそういうことでのこだわりではなくて、

やはり女性の能力をどういう部門で生かしていくことができるのかということを

考えていきたいなと。 

 確かにこの女性活躍推進法というのは１０年間の時限立法なんですけども、三

郷町役場でどのように取り組んでいくかということも含めまして、やはり１０年、

２０年という長い中長期のスパンで見ていかないといけないのかなというふうに

思っています。法律ができたから、あるいはかけ声をかけたから、明日から三郷

町役場はこう変わるんだというようなものではありませんから、やはり採用段階

も含めて、１０年、２０年という形で採用、そして、育成という形で中長期で見

ていかないといけないのかなというふうに思っています。 

 そういう意味では、今、これから三郷町では採用シーズンに入っていくわけで

すけれども、今、三郷町として、この役所内の男女共同参画社会とか女性の能力

の活用というものに関してはどのように考えていらっしゃるのかなと、ご意見を

お聞かせください。よろしくお願いします。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） 佐野議員の１問目の質問にお答えするわけですが、事

前の通告の内容と異なっておるものですから、ちょっと今、どうお答えしようか

と悩んでいるところなんですが、三郷町役場内における男女共同参画という観点
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からの取り組みをご報告申し上げたいと思っているんですが、当然のことながら、

三郷町におきましても、男女雇用機会均等法もございます関係上、その法律があ

ってもなかってもなんですけども、男性、女性区分することなく、当然給与体系

も一緒ですので、職員採用に当たっても、男性職員募集しますなんてなことを一

切やっておりませんし、実際のところ、例えば専門職の中で、保育士さんである

とか幼稚園教諭の免許を取得している方というのは、男性もおられますけども、

現実には女性の方が多いというのも現状ですし、そういう方々の採用もどうして

も女性ということになりますが、こと一般職、もしくは専門職の中でも、昨今は

土木職であっても女性の方もおいでになりますので、そういうところで広く男女

の区分なく雇用は努めておるところです。 

 したがいまして、今、直近で、ずっと今思い出しておるんですが、ここ１、２

年の採用状況を見てみますと、一般職での採用職員の男女の比率を考えますと、

決して片寄りはなく、その年度、年によって多少男性が多い、女性が多いという

年もありますが、ほぼ男性、女性の職員が採用されているというような状況にあ

るということをまずご報告申し上げたいなと。 

 それから、採用試験のみならず、今度は、職場内ということで、今おっしゃい

ましたように、例えば男性が気づきが遅いというのはちょっとどうかと思います

けども、やはり女性は女性の観点で周りの状況に即座に反応してくれるというよ

うなところも当然見受けることもあります。 

 したがって、女性の目から見た職務遂行または住民対応等々は、それなりに三

郷町でもできているのではないかと思いますが、こと議会の構成の中での話も出

ましたが、これは、前にも一般質問で女性管理職の登用ということでの一般質問

もあったかと思うんですけども、決して何の制限もしておりません。男性と同じ

ように条件が整えば、管理職登用試験を受験いただく機会は平等に設けておりま

すし、また、それを受験するのかしないのかというようなことは、ご本人の選択

であろうかと思います。 

 その関係上もあるのかないのかは、ちょっと明言は避けたいと思いますけども、

要は、実際のところ女性管理職が少ないという現状もあるのは事実です。ただ、

あるからといって、試験制度があるのに、その試験制度を無視して女性管理職を

増員するなんていうようなことは、これは本末転倒ではないかというふうに考え

るところでございますので、その辺も含めて、町役場全体を見渡して、できると
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ころはそういう男女共同で、もしくは女性の活躍の場を広げていくというような

ことはこれまでもしてきたつもりでもありますし、また、これからも続けていき

たいというふうに考えているところでございます。 

議長（伊藤勇二） 佐野英史議員。 

６番（佐野英史）（登壇） 今、部長から答弁がありましたように、三郷町役場自体が、

採用枠がそんなに多いわけではありませんから、当然ながら優秀な女性が採用試

験を受験しに来たからといって、その方が、本当に内定を出して三郷町役場に来

てくださるかどうかもわかりませんので、実際に、例えば女性を何名採用すると

か、管理職候補として育てていくということは難しいとは思います。そういう意

味では、私は、冒頭言いましたように、数に、数値にこだわるわけではないとい

うことを言いました。 

 そこで、２問目のほうに移らせていただくんですけども、私は、なぜこの問題、

特に後段の部分の女性の起業家セミナーなどを企画してはどうかというのは、私

は、女性の社会進出という中で、いろんなご意見が出ています。今、特に社会進

出がうたわれているわけですけども、専業主婦がいいと、ばりばり働きたくはな

いと、できる限り専業主婦がいいという、そういう声も実際にございます。扶養

の枠内で社会に貢献をしたいという声もございます。 

 一方で、社会は、どちらかというと社会保険の関係だと思うんですけども、働

く女性を中心にというような視点になっていっていると思います。私は、そうい

う数値とかそういうふうな形じゃなくて、私個人の理想なんですけども、男性で

あっても女性であっても自分らしく生きていける、自分らしく働けるという社会

が理想なのではないかなと。 

 そういう意味では、今回、女性活躍推進法というのができ上がりまして、その

あとに、あとから国がさまざまな政策手段を出してくると思うんですけど、まず

は、長時間労働の是正、これが一つの課題として挙げられています。それと同時

に、男女の役割の見直しということも課題として言われています。 

 私は、この男女の役割の見直しという観点からすると、例えば今までは女性ら

しさとか男性らしさということが言われていたんですけども、男性でも、中には、

私は奥さんよりも稼ぎが少ないから、どちらかというと家庭のことをやっていき

たい、主夫になりたいという意見も出てきています。そういう意味では、それぞ

れの一人一人が自分のライフスタイルをつくっていくというのがこれからのある
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べき社会ではないかなというふうに思っています。 

 そういう意味では、今回の女性活躍推進法でも問題になったのは、女性が仕事

と家庭を両立しにくいと、国のほうが旗を振ってくださっても、今の現状では、

女性が仕事と家庭を両立しにくい環境にあるというふうなことが言われています。

そういう意味では、私は、その解決策として、女性の起業、女性が起業していく

ということも、一つのこの解決手段ではないかなというふうに思っています。 

 現在、女性の起業が少しずつふえていっています。女性が起業をしても、大体

ＯＬ時代の給料を超える方というのは１０％もいないというふうに言われていま

す。男性の起業と女性の起業の違いというのは、男性の場合は、それまで１０年

間、２０年間、いろいろ企業で働きながらそこで蓄積された経験と人脈を利用し

て新しく事業を立ち上げると。女性の場合は、それまでの仕事とか関係なし、自

分が興味・関心を持ったものに特化して起業していく。当然ながら、その事業と

いうのは、大体１人で完結するようなものが多いそうです。例えば美容関係であ

ったり、ファッション関係であったり、あとは飲食関係であったりというふうな

形なんですけども、自営業ですから、自分の時間で家庭と仕事を両立しながらや

っていけるという観点から、給料、年収自体は少なくなっても、かなり充実感を

感じながら仕事をされているというふうにお聞きします。 

 そういう意味では、三郷町におきましても、商工会等と一緒になりまして、女

性の起業家セミナーというものを取り組んでいけば、少しでも女性の社会進出と

いうのがふえていくのではないかなというふうに思っていますが、この考えにつ

いてご意見をお聞かせください。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） 佐野議員の再質問といいますか、事前通告内容の質問

だというふうに理解をしますので、その質問に沿った形で答弁を申し上げたいと

思っています。 

 ここでは、女性活躍推進法というふうなことをたびたび言葉として発せられて

おりますが、事前通告は雇用均等法というようなことでしたので、ご質問にあり

ますようにということで、男女雇用機会均等法の一部が改正されましたのは昨年

の７月、その後、施行されまして、現在生きているわけですが、その主な改正内

容というのは、今さら申し上げるまでもございませんが、労働者の募集採用や昇

進、職種の変更に際し、合理的な理由なく転勤要件を設ける間接差別の禁止、既
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婚を理由に職種の変更や定年の定めに関し、男女で異なる取り扱いをすることの

禁止、コース等で区分した雇用管理を行うに際し、事業主が留意すべき事項の制

定、職場におけるセクシュアルハラスメントの予防対応の徹底を図る観点からの

指針の見直し、これらが改正されたところでございます。 

 また、国の成長戦略の中で、女性が輝く日本と題して、女性の社会進出が重要

課題の一つに挙げられております。その背景には、女性の社会進出における日本

の現状が他の諸外国に比べて著しく低く、世界経済フォーラムが毎年発表してお

ります女性の社会進出度の評価は、日本、１３５カ国中で１０１位というような

ことで、先進国の中では非常に低い水準であるとも言われているところでござい

ます。 

 また、ちょっと話はそれるかもしれませんが、通信教育事業を行います日本の

企業が実施したアンケート調査では、結婚・出産後も仕事を続けたいと望んでお

られる女性は全体の８４％を占めているにもかかわらず、現実には、結婚・出産

を機に離職し、再就職ができないでおられる女性が多々おいでになるというデー

タもあるようでございます。 

 そこで、国のほうでは、まち・ひと・しごと創生総合戦略として、地方におい

ても、若い世代を含めて安心して働ける就業の場の確保、安心して結婚・出産、

育児が行え、育児が一段落すれば仕事につける環境整備などを進めることが求め

られておるところでありまして、自治体におきましても、子育て中の女性や再就

職を目指す女性を対象にした子育て女性就職相談窓口の開設や、各種セミナーを

開催する事例も多く見受けられているところでございます。また、これまでのキ

ャリアを生かしてみずから起業を行う女性もふえていることから、女性のための

起業セミナーや相談会を開催されている自治体もあるやに聞いております。 

 このような状況の中、ご質問にありましたように、商工会と連携して、女性の

活躍の場を広げる取り組みをというようなご提案をいただいておるところでござ

いますが、本町におきましても、さきのまち・ひと・しごと地方創生先行型事業

といたしまして、三郷町産官学地域活性化連絡協議会が地域のリーダー養成など

を目的に、ＮＰＯ法人の創設やコミュニティビジネスの起業を支援する取り組み

が現在予定をされているところでございます。 

 具体的には、コミュニティ開発プロジェクトと称して、３０代から４０代の若

手住民の方や、主婦層の皆様方、また、本業をリタイヤされた団塊の世代の方々
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なども含めてターゲットとし、大学の研究員によるコミュニティビジネスの事例

紹介でありますとか、また、専任講師を招いて起業企画のためのセミナー開催な

ど、本年１０月以降に順次そういう取り組みを開催されていくということを聞い

ているところでもございます。 

 三郷町では、具体的な女性活躍の場の目標というのも設定はしておりませんけ

ども、子育てが一段落した主婦の方々は言うまでもなく、多くの方々にご参加い

ただき、就労の機会創設につながればということで、先ほどのプロジェクト、大

変期待を寄せているところでございます。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） １問目の質問は終了しました。 

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ６番、佐野英史議員。 

６番（佐野英史）（登壇） では、２問目に移らせていただきます。 

 生活困窮者自立支援法について。 

 これも、平成２５年１２月に成立をし、今年の４月から制度が運用されている

わけですけども、私がこの質問をさせていただくのは、７月に新幹線内で焼身自

殺を図るという初老の男性がいらっしゃいました。この生活困窮者自立支援法と

いうのは、制度の趣旨というのは、生活保護に行く一歩手前のセーフティーネッ

トとして創設をされました。 

 以前から、国民年金と生活保護との間の格差というものが大きいということで、

国民年金の引き上げ等によって、こういう格差の解消、貧困の解消ということが

言われてきたわけですけども、本来ならば、私は、これは国の施策で救われるべ

き課題ではないかなというふうに思っていますが、さきの事件のように、今では、

下流老人という言葉が生まれるぐらい老後の不安というものが非常に大きくなっ

ています。 

 この生活困窮者自立支援法というのは、ただ単にお年寄りの問題だけではなく

て、ひとり親の世帯、子どもの貧困、そして、２０代、３０代の若い非正規雇用

の若者のことも含めてトータルで支援をしていこうというふうな内容になってい

ますが、この事業というのは、福祉事務所を設置をしています自治体が窓口とな

りますので、町の場合は、三郷町は特に任意で設置をしておりませんし、市とか

ですと設置をするんですけども、町で福祉事務所を設置しているところは、ほぼ
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全国にも限られております。三郷町は設置をしておりませんので、窓口は県とい

うことになるんですけども、先ほども申しましたように、これから貧困の問題と

いうのはかなり大きな問題になっていくと思います。 

 毎日新聞の報道でも、３５歳以上の中高年のフリーター、ニートの数が極めて

ふえているということも報道されています。そういう意味では、若年層のフリー

ター、ニートの問題は、アベノミクスの影響かどうかわかりませんけども、有効

求人倍率の改善で若年層のニートは減っているというふうに言われていますけど

も、中高年のフリーター、ニートが逆にふえていると。この問題は、これから５

年、１０年というふうに考えますと、非常に大きな問題になってくるのではない

かなと思っています。そういう意味では、この制度、４月に運用されたわけです

けども、この制度自体がどこまで周知されているのかなというふうに思っていま

す。 

 そういう意味では、今、三郷町では、三郷町がやっている事業ではありません

けども、どのようにこの事業、制度等を周知、サポートしているのかお聞かせく

ださい。 

議長（伊藤勇二） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、佐野議員の２問目のご質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 

 生活困窮者自立支援法、議員からもご質問のありましたとおり、生活保護に至

る前の段階の自立支援策の強化を図るため、経済的に困窮し、最低限度の生活を

維持することができなくなるおそれのある人に対して、自立の促進を図るための

措置を講ずることを定めた法律であり、本年４月に施行されました。 

 この法律に基づく事業につきましては、福祉事務所を設置していない町村にお

きましては、都道府県が実施主体となることから、本町では奈良県が実施主体と

なります。そこで、県においての現状と町の取り組みにつきまして回答させてい

ただきます。 

 県は、本年度の本格実施に先立ち、平成２６年度からモデル事業として、奈良

県中和生活自立サポートセンターを設置し、就労その他自立に関する相談支援を

行う自立相談支援事業を実施されました。 

 それを受け、町といたしましては、当該事業を広報に掲載するとともに、窓口

にパンフレットを設置して、生活困窮で相談に来られた住民方へ周知・案内を行
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いました。 

 次に、本格実施となった本年度は、センターの名称を奈良県中和・吉野生活自

立サポートセンターに改められ、これまでの自立相談支援事業に加え、離職によ

り住宅を失った方に家賃相当額を支給する住居確保給付金事業、生活困窮家庭の

子どもへの学習支援を行うはばたき教室の合計３事業を現在実施されております。

町におきましては、当該事業の初期の目的が達成できるよう、今後も引き続き県

と連携・協力を図りながら、広報等の媒体を通じて事業の周知・案内を行ってい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） 佐野議員、再質問を許します。 

６番（佐野英史）（登壇） ありがとうございます。 

 先ほど、１番目の質問のときに言いましたけども、中高年のフリーター、ニー

トが増加しているということで、実は、ここ数年、安倍政権になっても貧困の問

題ということに関してかなり政策的な支援が行われています。以前は、生活保護

の母子加算の見直しとかそういうことがありましたけども、今は逆に、安倍政権

でも貧困政策に対して、積極的かどうかわかりませんけども、新たな政策が打た

れています。 

 これは、先ほど申しましたように、実は経済界自体も姿勢が変わっているんで

す。なぜ経済界が姿勢が変わっているかといいますと、派遣法を改正を促すよう

な反面部分もあるんですけども、貧困というものは、固定化し、拡大再生産して

いくと。そういうことを考えますと、これから少子化が進む人口減少社会になる

日本においては、借金の返済、そして社会保障の問題というものが大きな財政的

な圧迫をします。そういう意味では、公共事業あるいは投資、教育、そういう部

分に予算が回っていかないのではないかなということを危惧することから、財界

のほうもこの貧困問題というものを何とか解決しないと、分厚い中間層、消費を

ふやすような社会にならないのではないかという懸念から、財界もこの貧困問題

というものに、今、目を向けてきているわけでありますけれども、先ほど申しま

したように、中高年のフリーター、ニートがふえているということは、おそらく

この社会においても本当に大きな問題だと思います。 

 この生活保護を含めまして、今、ワンストップサービスということが言われて

います。生活保護は、単に就労の問題だけではなくて、やっぱり住居とか一時的
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な生活資金の提供等も必要だと思いますけども、王寺町では、昨年、ハローワー

クを誘致をし、出先機関がりーべる王寺にできています。そういう意味では、こ

の問題は、福祉事務所を設置している自治体の責務ではありますけども、三郷町

は福祉事務所を設置していません。しかし、社会福祉の中で、以前は福祉事務所

が担ってきた仕事というものが、県が担っていたものが町村にどんどんおろされ

てきます。老人福祉、障害（者）福祉というものも、県から市町村に移管されて

います。 

 そういう意味では、今、三郷町では行っていない、県が窓口になっている事業

というのは、生活保護や母子家庭に関する支援等になっています。将来的には、

おそらく国民の流れからすると、どんどんとそういう社会保障、福祉政策という

ものが地方自治体のほうに移管されてくるのではないかなと私は想像しています。 

 そういう意味では、この問題はやはり国が積極的にかかわっていかなければな

らないことだと思いますけども、それは財政面だと私は思っています。国が財政

を責任を持って、制度の運用とか実態につきましては、やっぱり現場に近いとこ

ろ、地方自治体でしっかりと対応していく必要があるのではないかなというふう

に思っています。そういう意味では、この問題というのは、おそらく三郷町だけ

ではなくて、近隣町村でも大きな問題となってくると思いますので、この問題の

解決の一つの手段として、広域で福祉事務所を設置し、こういう貧困問題に対応

していくというふうな考えがあるのかどうかお聞かせください。 

議長（伊藤勇二） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） 失礼いたします。佐野議員の再質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 結論から申し上げますと、広域で福祉事務所を持つということは、まずもって

１町だけで動き出すことではございませんので、現段階では全く考えておりませ

ん。 

 ただ、この問題につきましては、やはり町としましては、生活困窮者の生活圏

域である身近なところとして、町行政が持つ住民の情報等を活用して、生活困窮

者の早期把握や見守り等について、県と連携しながら本制度に取り組んでいきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） ６番、佐野英史議員の質問は、以上をもって終結します。 
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 ５番、先山哲子議員。 

５番（先山哲子）（登壇） 議長のお許しを得まして、私の質問をさせていただきます。 

 子どもへのインフルエンザ及び急性耳下腺炎予防接種の助成はできないという

ことであります。 

 三郷町では、６５歳以上の高齢者の方には、自己負担１，０００円のみでイン

フルエンザの予防接種を受けることができます。約３，０００円、病院によって

多少前後します。平均３，０００円要りますので、個人負担は３分の１、３分の

２が助成ということになります。また、近隣の町では全く無料というところも、

この近隣７町の中では２町ございます。自己負担は当然あっても受益者負担とい

うことで、これはもう当然のことと私は思っておりますが、とにかく高齢者には

助成があるのに、残念ながら子どもへの助成はありません。 

 インフルエンザの場合は、小学６年生ぐらいまでのお子さん達は２回接種しな

いと効果がないと言われております。１回３，０００円ですので、１人大体６，

０００円、予防接種するためにかかります。中学生以上、大人の方は大体１回で

いいということで３，０００円で接種できるわけです。ということで、子どもさ

んが２人、３人とおられる家庭、また、お子さん１人で、また、保護者の方もい

らっしゃるわけで、うつらないようにということで家族の中で２人、３人と予防

接種を受けるときは万というお金がつくので、とても経済的負担が多いので、し

たくてもできないという方も結構おられます。 

 ちなみに、インフルエンザにかかれば、幼稚園、保育園、小学校、中学校に行

っておられるお子さん達は、大体発熱の日を１日目として１週間は絶対休まなく

てはいけないことになっております。解熱後、熱が下がっても３日は出れません。

およそ１週間から、長ければ１０日ぐらい休まないといけないということになっ

ております。 

 保育園の場合は、インフルエンザが蔓延しても罹患者が多くても、閉鎖はでき

ません。もちろん子ども達は集団生活をしておりますから、１人かかればあっと

いう間に、潜伏期間もぱっと感染が拡大するわけです。そのために、毎年学級閉

鎖が小学校、中学校ではあります、起こっておる現状がございます。 

 簡単に言いますと、平成２５年度では、三小、北小合わせて３２９人の生徒達

がインフルエンザにかかりました。また、三小で４回、北小で４回学級閉鎖、大

体１回閉鎖、普通２、３日から４日間閉鎖します。それぞれ小学校、４回ずつ閉
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鎖が起こっております。中学校は、２５年度はございませんでした。でも、かか

った生徒は６０人、２５年度ではおります。西部保育園では２９名の子ども達が

インフルエンザにかかりましたし、南畑では２６名、およそ３１％の子ども達が

インフルエンザにかかっております。 

 ２６年度では、三小１０８名、北小１３４名、合計で２４２人の児童がかかっ

ております。年によって流行の年とかいろいろありますので、年度によって変化

はございます。この年に、２６年度では、西部保育園では２７名、南畑では３８

人、およそ４３．７％の園児達がかかりました。中学校では１０３人かかりまし

た。中学生になると、体力とか免疫は高まるんですが、それでもやっぱり２５年

と比べて、２６年度は結構小学生並みにかかりました。閉鎖は、三小では３日間

が１回だけでしたが、北小では４日間が１回、５日間閉鎖が１回ありました。中

学校では、３日間閉鎖が１回ございました。南畑では、２６年は、園でも閉鎖が

ございました。今年に入っての１月１４日から１６日のわずか３日間だけ閉鎖し

たんですけれども、この３日間の間で、あとで調べましたら、２５人もの園児達

がインフルエンザ、流感にかかっておりました。 

 そういったこと、現状がありますので、インフルエンザを受けられる方も結構

おられます。しかし、受けない方も結構おられるわけです。接種したいのに負担

が大きいから接種しないという方のために、何とか助成はできないかという質問

であります。 

 またそれと、急性耳下腺炎、これも、今現在は任意の予防接種となっておりま

す。いわゆるおたふく風邪です。これは、ご存知のように一度かかれば免疫がで

きるんですけども、おたふく風邪、流行耳下腺炎では耳の下が腫れるわけですけ

ども、流行性おたふくは片一方しか腫れません。両方は慢性とかで、慢性と急性

があるんですけど、いわゆるおたふく風邪は一度かかると免疫ができて、ほとん

ど大人になっても免疫が残っているわけですけれども、今は任意ですので、１回

８，０００円かかります。それで、ものすごく高いので、受けない方が結構多い

んです。Ｂ型肝炎、Ｂ肝もそうなんですけど、Ｂ肝はちょっと置いておきます。 

 ご存知のように、大人になってかかれば、すごく重症になる確率が高くて後遺

症が残ります。ご存知のように、男性の方はいろんな弊害が出てきます。 

 そういうこともあって、子どもさんのときに予防接種したいのに高くてできな

い声がたくさんありました。そういったことも含めまして、もちろん予防接種に
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はいろんな副作用、体質によってアレルギー反応を起こしたり、副作用が出たり、

いろんな後遺症が残ったりまれにすることも、数は少ないですがあります。しか

し、予防接種することによって、また違うリスクを減らすということもあります。 

 そういうことで、とにかく６５歳以上の方には３分の２の助成があるのに、子

ども達にはなぜないのかということで、たくさんの保護者の方の声を受けており

ます。高齢者までいかないにしても、せめて半分とか３分の１だけ助成するとか、

いろいろ方法はあると思うんですが、この点についてどうお考えでございますか。

お答え、聞かせていただきたいと思います。 

議長（伊藤勇二） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） 失礼いたします。 

 それでは、先山議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 議員もご承知のことと存じますが、予防接種には、定期接種と任意接種の２通

りがございます。まず、定期接種とは、予防接種の実施によって感染のおそれが

ある病気の発生や蔓延を予防し、公衆衛生の向上及び増進に寄与する目的で、予

防接種法に基づき行う予防接種であり、現在本町では、定期接種に規定されてい

る予防接種全般に対して公費負担を行っております。 

 一方、任意接種とは、定期接種に規定されず、被接種者と接種医師との相談に

より接種され、健康被害が出たときには、その救済は予防接種法ではなく、独立

行政法人医薬医療機器総合機構法によって行われる予防接種であり、行政が積極

的に勧奨するものではございません。 

 今回、議員ご質問の子どもへのインフルエンザと急性耳下腺炎の予防接種は、

過去にそれぞれの接種への考え方があり、現在は、どちらも任意接種の対象とな

っております。 

 まず、子どもに対するインフルエンザの予防接種につきましては、以前は学校

などにおいて集団全体に免疫を高めることにより流行を抑えられるという考えの

もと定期接種として行われておりましたが、集団への予防効果が見られず、また、

ワクチン接種による重篤な副反応があったことなどから、平成６年からは任意接

種となった経緯があります。 

 次に、急性耳下腺炎、いわゆるおたふく風邪につきましては、以前は麻疹風疹

との混合ワクチンであるＭＭＲワクチンとして使用され始めましたが、ワクチン

接種の副反応として最も懸念される無菌性髄膜炎の発症が多発したため、数カ月



 －60－

で中断され、以降我が国では、ＭＭＲワクチンは使用されなくなりました。しか

し、急性耳下腺炎は合併症の頻度が高く、予防が重要な疾患として諸外国ではワ

クチンを使用されていることから、予防接種の定期接種化について、現在国の厚

生科学審議会予防接種・ワクチン分科会でも継続して検討が続けられております。

そういったことから、町としてそれぞれの予防接種に対して助成を行うことは、

現時点においては慎重に対応しなければならないと考えております。 

 今後は、国の動向に注視し、安全性の確保などができた予防接種から、助成制

度導入に向け検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） 先山議員、再質問を許します。 

５番（先山哲子）（登壇） 急性耳下腺炎に関しては、今、国でもどうするか検討して

いる、しなければしないでいろんな問題もありますので、この予防接種、ワクチ

ンをどうするかということを今検討中で考えているということも承知しておりま

す。 

 任意であるので、定期接種、法的な接種はもちろん公費全額負担でとかいろい

ろありますが、そこでやっているけれども、任意の場合は、できるだけ町として

はかかわらない、いろんなリスクもあるのでというご回答でしたが、任意であっ

ても、高齢者には助成するんですね。 

 もちろんしてもリスクはあるし、副作用とかを含めてですよ、わずかではあっ

ても。しなくてもリスクがあるわけです。もちろんインフルエンザの場合は、い

ろいろ流行の型がありますので、前もって予想して予防接種するわけですが、そ

の同じ型にインフルエンザの型がほとんど一緒であれば、かかっても軽く済む、

予防接種をしていればとかいろいろありますけれども、予防接種というのは、名

前のとおり予防するために、かからないためにする予防注射でありますので、だ

から、やっぱり予防するためには受けたい方が多いわけです。型が違ったら意味

ないわとかいうのもありますけれども、そのためにインフルエンザのワクチンも

毎年あるわけなんです。任意でありますから、しない方はしない方で、それはそ

れなりの理由があって、それはそれで自己責任でいいと思うんですが、やっぱり

集団生活の中で、毎年たくさんの児童・生徒が学級閉鎖になっているわけです。

その分、休めば勉強もおくれるわけです。だから、経済的負担が高いので、した

いのにしたくないという方に焦点を当てて何とかできないかというのが私の趣旨
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であります。また、そういう方達の声でもあります。だから、これを何とかでき

ないかということを、再度、答えていただきたいと思います。これで、再々質問

はいたしませんので。 

議長（伊藤勇二） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、先山議員の再質問にお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、高齢者には助成があるのに、なぜ子どもにはないのかということでござ

いますけれども、高齢者の場合、もう既にさまざまなウイルスや菌にさらされて

いるため、抗体がつくりやすい状態になっていると。また、接種したことにより

まして、予防効果が高く、また、高齢者の場合、インフルエンザに感染してしま

いますと重症化になりやすいといったことから、国としても定期接種化にされて

いるというふうに書かれております。 

 また、一方子どもの場合は、外部とのかかわりがまだ少ないため、さまざまな

抗体がまだ余りつくられていない状態でワクチンを接種しましても予防効果が低

いというふうに言われております。ちなみに厚生労働省の調査によりますと、６

歳未満の子どもでございますけれども、インフルエンザワクチンの効果は、発熱

を指標とした場合、約２０％から３０％の有効率であると。一方、６５歳以上の

健常な高齢者につきましては、約４５％の発病を阻止し、約８０％の死亡を阻止

する効果があったということの結果も出ております。 

 そういったことから、やはりそれぞれの理由により任意接種となったワクチン

でございますので、やはり安全性とワクチン効果によるものと思われますので、

助成制度を導入すれば摂取率は向上いたしますけれども、逆に副反応へのリスク

も高くなります。ですので、先ほど来、答弁と重複いたしますけれども、現在国

において議論されておりますので、その結果、安全性の確保が示された時点にお

きまして、助成制度を検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） ５番、先山哲子議員の質問は、以上をもって終結します。 

 暫時休憩します。再開は、午後２時３０分とします。 

       休 憩  午後 ２時 ９分 

       再 開  午後 ２時３０分 

議長（伊藤勇二） 休憩を解き、再開します。 
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 それでは、７番、木谷慎一郎議員。 

７番（木谷慎一郎）（登壇） では、議長のお許しをいただきまして、質問をさせてい

ただきます。何分初めてなもので、趣旨がわかりづらいところがございましたら

ご容赦ください。 

 本日、質問をさせていただきたいのは、男性の育児休業取得を進めるための取

り組みについてということで質問させていただきます。 

 今後、本格的な少子高齢化社会を迎える日本においては、女性の就労・活躍を

あらゆる側面で支援することが必要です。そのためには、家事・育児は必ずしも

女性のみが担うべきものではないという認識を新たにする必要があります。 

 国は、２０２０年までに男性の育児休業取得率を１３％まで引き上げることを

目標にしています。国として、この男性の育児休業の取得率を上げるために、育

児・介護休業法の平成２１年度改正では、父母がともに育児休業を取得する場合、

通常は１歳となるまでというところを１歳２カ月までの間に１年間育児休業を取

得することを可能とする、いわゆるパパママ育休プラス制度の導入、父親が、出

産後８週間以内に育児休業を取得した場合に、再度、育児休業を取得可能とする

特例の創設、配偶者が専業主婦であれば、労使協定で育児休業の取得を不可とす

ることができるという制度を廃止するなど、制度改正に努めておられます。 

 しかし、このような積極的な施策を行っているにもかかわらず、女性の育児休

業が８６．６％と高い割合で取得されているのに対し、男性の育児休業取得率は、

２０１４年の段階、これも過去最高の数字なんですけれども、２．３％となって

おり、進んでいないのが現状です。少しでも早くこの数字を目標に近づけていく

ためには、まず、国・地方公共団体が積極的に男性の育児参加を促進することが

必要です。官公署においてそれが当たり前になれば、世間の認識も変わり、民間

における男性の育児休業取得率向上の道筋ともなります。これが、女性就業率の

向上、女性の活躍、ひいては日本経済の再生にもつなるものと考えます。 

 例えば女性が出産を機にキャリアが中断され、２０代と５０代に就労率のピー

クがあらわれる、いわゆる女性就業率のＭ字カーブが解消され、日本の女性労働

力率、これは、就業率に休職している人も加えた数字となるんですけれども、こ

の女性労働力率がほかのＧ７諸国並みになれば、１人当たりのＧＤＰが４％上昇

する、北欧並みになれば８％上昇するとの試算もあり、女性の活躍の支援は、今

後の日本の成長戦略のためには欠かせない要素であります。 
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 三郷町でも、男女が対等の立場で家庭にかかわる男女共同参画社会を目指すた

めに、まずは男性職員の育児休業取得を率先して進めていただければと思い、三

郷町の男性職員の育児休業についての現状と、それに対する認識及び今後の取り

組みについてお聞きします。よろしくお願いします。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、木谷議員のご質問にお答えをしてまいりた

いと思います。 

 男女共同参画社会の重要性や女性の就労・活躍の場の拡大を図るため、国家公

務員・地方公務員の育児休業等に関する法律等をたびたび改正がなされてきたと

ころでございます。 

 また、国においては、国家公務員の男性職員の育児休業取得拡大を図るため、

平成２２年１２月に閣議決定された第３次男女共同参画基本計画では、平成３２

年までに取得率を１３％に達成するよう成果目標を掲げられたところでもありま

す。 

 制度的には、職員の配偶者の就業状況や育児休業の取得の有無にかかわりなく、

育児休業を取得できるようなりました。また、小学校就学の始期に達するまでの

子の看護休暇の取得要件や取得日数もこれまで拡大されてきたところでもありま

す。 

 このように、制度としては整備が進んでいるところではございますけども、実

際の取得状況を見てみますと、目標設定を行った国家公務員での平成２５年度の

取得状況は、各省庁別に較差はあるものの、新たに育児休業の取得が可能となっ

た職員数と新規取得者の割合は、全省庁全て平均とって２．８％となっておるよ

うでございます。 

 一方、当町におきましても、国の制度に準じ、育児休業制度の制度的な上では

整備はされているところでありますが、女性職員の育児休業取得率は１００％で

あるのに対しまして、これまで男性職員の育児休業取得に関しては実績がござい

ません。 

 男性職員の育児休暇を取得しない要因を個別に調査等を行ったわけではござい

ませんけども、やはりそこは、乳児に対して授乳や、また、育児休業取得時に対

する一定の給与補償はあるとはいうものの、少なからず減収となることなど、育

児休業は職員自身の権利ではありますけれども、家庭状況もさまざまでございま
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すので、男性職員が育児休業を取得するか否かというのは、職員みずからが判断

すべきことであり、町が強制的に取得しなさいというようなことを申し伝えるこ

とは難しいというか、できないというようなものではないかと考えております。 

 しかしながら、男性職員の家事・育児・介護等の家庭生活への参加促進を図る

こと、また、仕事と家庭の両立支援制度を充実させるということは、議員ご指摘

のとおり、女性の活躍に不可欠であり、男性職員自身がワークライフバランスの

推進の観点からも重要であるというふうには、十分その辺は認識をしております。 

 また、男性職員の育児参加を促進し、男女共同参画を実現するためには、職場

全体での男性職員の育児や家庭生活へのかかわりをしっかりと理解し、サポート

する雰囲気を職場内で醸成することも重要ではないかということは認識をしてい

るところでございます。 

 このことから、今後の取り組みということになるわけですが、関係各課が連携

し、職員への意識啓発を図る取り組みも同時に進めてまいりたいというふうに、

現在のところでは考えているものでございます。 

 以上です。 

議長（伊藤勇二） 木谷議員、再質問を許します。 

７番（木谷慎一郎）（登壇） 先ほど答弁いただきました中で、三郷町の男性職員の育

児休業取得率はゼロ％という数字が出ているというふうに答弁をいただいたよう

に思います。 

 なかなかわかりやすい数字で、本当に逆に驚いているところなんですけども、

なかなか先ほどの答弁の中で、男性職員自身が育児休業を希望していないんだと

いう趣旨のご発言があったように思いますけれども、一般社団法人日本能率協会

が公表している２０１４年度の新入社員、もちろん公務員の話じゃないんですけ

ども、新入社員、会社や社会に対する意識調査というアンケートを行っておりま

す。この結果によると、育児休業を積極的に希望する男性は２８．４％、少し積

極性は落ちながらも、もし、会社に前例があればという方も含めれば６０．９％

の男性が育児休業の取得を望んでいるというアンケート結果もございます。 

 これがそのまま町に当てはまるわけではないとは思いますけれども、少なくと

も潜在的には男性職員自身が育児休業を必要としていないわけではないというふ

うなことだと思われますので、ぜひこの点、認識をしていただけたらと思います。 

 あと、少し古い調査になるんですけども、厚生労働省が２００２年に行った第
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１回２１世紀出生時縦断調査によれば、対象となる男性従業員の約半数が、そも

そも男性が育児休業を取得できるという制度を知らなかったという結果も出てお

ります。 

 このようなこともございますので、制度として整えておくのはもちろんなんで

すけども、それを周知したり、進めていく体制というのをぜひ整えていただけれ

ばと思います。 

 そして、個々の対策ももちろん重要なんですけれども、やはりトップのメッセ

ージというのもとりわけ重要だなというふうに考えております。民間企業はもと

より、自治体としましても、平成２６年１１月には堺市長が、平成２７年には三

重県知事が、８月には愛知県知事、名古屋市長が、それぞれ子育て中の社員、職

員に対して理解のある「イクボス」となるという宣言をして話題となりました。 

 このような子育てを支援する首長の輪、急速に広がっております。ぜひ、町と

しても、町長みずから強い決意をもってメッセージを発信していただきたいと思

います。 

 このような町を働きやすい職場とする取り組みは、今後、三郷町としても労働

者人口が減少していく中で、優秀な人材を町職員として採用できるブランディン

グにもつながっていくかと思いますので、この点、ぜひ積極的に進めていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 

総務部長（池田朝博）（登壇） それでは、私のほうから、木谷議員再質問の前半部分

についてお答えをさせていただきたいと思いますが、育児休業を希望する男性、

これから出産・育児を経験していかれる若い男性のアンケートということで、少

なからず２０％以上の比率があると。三郷町も、年々新しい職員が当然入ってき

ております。また、これから出産・育児を迎える職員、男性、女性ともに、当然

そういう職員が控えているわけですから、これまでは、男性職員、とった者がい

なかったというのが現状ですけども、今後は、先ほど申し上げましたように、職

場全体としてそういう雰囲気を醸成する、醸し出すことによって、男性も育児休

暇をとってもいいのやというようなことの雰囲気が盛り上がれば、場合によれば

男性職員も取得する可能性もなきにしもあらずであるということと、また、これ

から先、そういう職員も出てくることを我々も希望しているということで、お伝

えをしておきたいと思います。 
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 それから、まずそういう制度をあることすら従業員もしくは職員が知らなかっ

たというような例もあるということですが、私どもは、男女共同参画の取り組み

の一つとして、これは、ほんの一部なんですけども、例えばお子さんがお生まれ

になったときに、あなたにはこんな権利がありますよ、こんなことができますよ

ということで、育児頑張ってという見出しの中で、例えば女性、男性にかかわら

す育児休業取得ができますよ、そのときにこんな手続があればできるんですよと

いうようなことのこういう案内パンフを、これはコピーしたものですからちょっ

と見づらいかもしれませんが、その時々に応じてこういう制度がありますよとい

うことを常々職員には周知をしておりますし、また、わからなければ、人事担当

の総務課に問い合わせていただければ、それは適切にお答えをしていくというこ

とで、こういう周知の方法にも、これからも含めて十分に徹底を図っていき、こ

ういう機会を職員が取得できるような醸成に雰囲気づくりも含めて取り組んでい

きたいなというふうに考えているところです。 

 私の答えは、以上で終わらせてもらいます。 

議長（伊藤勇二） はい、森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） それでは、木谷議員の後半の部分についてお答えさせてい

ただきたいと思いますが、もうお答えじゃなくて、宣言をしたいと思います。 

 それでは、聞いていただきたいと思います。 

 職員が育児休暇を積極的にとるよう啓発することを宣言いたします。よろしく

お願いします。 

       （拍手） 

議長（伊藤勇二） ７番、木谷慎一郎議員の質問は、以上をもって終結します。 

 続きまして、９番、山田勝男議員。 

９番（山田勝男）（登壇） 議長の許可を得ましたので、久しぶりにここに立たさして

もらいました。議員の皆さん、なかなか雄弁で弁舌にたけていて、うらやましい

限りでございます。私、しゃべりが下手ですので、通告書のとおり、非常にシン

プルに趣旨だけしゃべらせていただきます。 

 三郷町の各施設の電力を新電力に切り替えるについて。 

 関西電力の現状と地球温暖化といった環境を考慮して、町の各施設の電力を新

電力に切り替えてはどうかと思いますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

議長（伊藤勇二） 池田総務部長。 
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総務部長（池田朝博）（登壇） 山田議員の一般質問にお答えをさせていただくわけで

すが、町長にということですが、基本的な内容をまず私のほうから簡単、明略に

お答えをしてまいりたいと思うんですが、関西電力は、本年４月から高圧・特別

高圧の電気料金を平均１１．５％、６月１日からは一般家庭など低圧電気料金を

平均８．３６％値上げいたしました。また、電力の小売り自由化は、平成１２年

３月から段階的に拡大されており、本年４月からは小売り全面自由化がスタート

しております。 

 そのような状況の中、既に入札により電気料金と電力供給会社を決定し、予想

以上の経費削減効果を上げている市町村もあると聞いております。このことから、

本町におきましても、災害時の応急体制や新電力会社の状況、また、近隣自治体

の契約状況などについて十分に調査の上、電力の安定供給を前提に経費削減効果

が見込めるようであれば、新電力会社への切り替えを前向きに検討してまいりた

いと考えておる次第でございます。 

議長（伊藤勇二） 山田議員、再質問を許します。 

９番（山田勝男）（登壇） 関西電力の原発が全て停止している現状で、関電の電力供

給量の余裕度を示す予備率が大手９社中で最も低い３％ということです。このよ

うな状況において、先ほど部長からお話ありましたように、二度の料金の値上げ

を受け、企業の関電離れの動きが進む中で、県内自治体においても既に切り替え

を行っているところがあります。近隣では、ご承知のとおり郡山市、斑鳩町、川

西町等が実施済みです。ちなみに、川西町は６施設で１，０００万円、斑鳩町で

は１３施設で１，２００万円程度の料金節減を見込んでおるようです。ただし、

川西町については、特別の事情があり、大変有利な条件となっており、今後、こ

のような条件での契約は無理でしょうということです。 

 今後、企業等の切り替えが進むと思いますが、それに伴い、新電力の不足とい

ったことも心配されます。県内においても、このように２０カ所で小規模の発電

所が動いております。このようなことには大変すぐれた知識とアイデアをお持ち

の町長ですので、何か新電力の構想などがあればお話しいただければと思います。 

 この切り替えには、関電との調整が４カ月から５カ月、早くても３カ月はかか

るということです。早々に取りかかっても、来年４月の低電圧の一般家庭向けの

自由化と同時ぐらいかと思います。一般家庭も自由化になれば、環境問題に関心

の高い町民の方から、三郷町はどうすんねんといった意見も出るかと思います。 
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 現在、町政については町民からは高い信頼を持っておりますが、これは十分に

認識しておりますが、さらなるアップのためにもぜひ実施していただきたいと思

います。これは余談ですけども、切り替えることによって何らかのメリットは期

待できると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 先ほど答弁いただきましたので、回答をいただきましたので、答弁は結構です。 

 町長のアイデア、もし話があればお願いします。新電力についての構想とか、

何かそんなん、どうですか。 

議長（伊藤勇二） 森町長。 

町長（森 宏範）（登壇） 山田議員の再質問ということで、ちょっと答弁をさせてい

ただきたいなと思います。 

 確かに新電力が自由化されるのが来年度になりました。以前から、関西電力、

これが一般電気事業者というんですけれども、それ以外に特定電気事業者という

のがありました。そして、その特定電気事業者が小売りをしていました。小売り

をしていたときに、初めは非常に大きな電力しか売りませんよということで、な

かなか買うことができませんでした。しかし、最近になって、５０キロワットと

いう量で販売をするということで、だんだん小売りの率が広まってきたわけなん

ですが、しかし、先ほど総務部長が申しましたとおり、安定供給にはちょっと事

が欠くということがありました。というのは、それがリスクになるわけであって、

関西電力さんは、要は自分とこで電気をつくり、そして、自分とこの電線を通し

て電気を供給しているわけですが、特定電力会社というのは、関西電力の線を借

りなければならないということで、その辺が大きなリスクと、普及しなかったと

ころでございます。 

 三郷町も、一時買おうかということで考えたこともありました。しかしながら、

やはり特定電気事業者というのが非常に少ない量しかなかったので、今後、この

小売り事業が、本当に特定電気事業者の要件が緩和されて、電力の自由化という

ことでどんどんどんどん新電力会社ができてくると思います。そこには、やはり

経費の削減ということで、先ほど総務部長が申しておりましたとおり、検討をし

ていく価値はあるのではないかなと思います。しかし、完全なリスクが取り除か

れたとは言いがたいのですけれども、経費の削減となれば、それはやっていかざ

るを得んのかなと思います。 

 これから、その１点ともう一つは、先ほども出てきましたように、再生可能エ
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ネルギーということを一つのポイントとして取り上げたいと思います。と言いま

すのも、最近は、やっぱりはやってきているのは地産地消なんです。電力を地域

でつくって、その電気を地域で使うという方法。これは、我が三郷町も三つのと

ころで行っております。一つは、この間、オープニングさせていただきました新

給食センターでございます。ここの太陽光は２０キロワット、そして、リチウム

蓄電池という形で使っておりますけども、新給食センターの電力の総需要の大体

５％から７％はこの太陽光で賄えるだろうと思われます。そして、もう一つは、

保健センターの上につけています。これ、２５キロワットです。これも、地産地

消でなっています。 

 再生可能エネルギーの中で、もう一つは、２月に皆さんのご同意をいただきま

して入れさせていただきました、もみじ湯のバイオマスのペレットボイラーなん

です。これも、低重油を使っていたのを、木質のペレットボイラーということで、

４５万キロカロリーの出力のボイラーに変えさせていただきました。これは電気

じゃなかったんですが、やはり経費の削減ということで、それと、環境に非常に

貢献できるということで、経費的には、３分の１ぐらいが経費、助かるのかなと

は思っております。しかし、まだちょっと、１年たっていませんのでその結論は

まだ出ていないわけですけれども、こういう形で新電力も検討する、そして、地

産地消で電気を自分とこでつくって、そして自分とこで賄うと、そういうやり方

の方法もあるのではないかなと思います。これからやはり電気をなるべく安くつ

くると。 

 再生可能エネルギーの三つの施策に当たっては、補助金をたくさんいただいて

います。特に、新給食センターに当たりましては、太陽光２０キロワットとリチ

ウムイオン蓄電池、これ、総額で４，３００万円だったんですが、国のグリーン

ニューディールという施策で、全額を補助をいただきました。ですから、こうい

う施策とあわせてまた電気をつくっていくとなれば、基本的には安く買えたとい

うことになるのかなとは思います。 

 ですから、今、具体的に次の施策はどうかということはなかなかここではお話

しすることはできないんですけれども、この二本立てを考えていって、やはりそ

の経費を削減して、そして、その経費が浮いた分というか、それをまた違うもの

に投資できるのかなとは思いますので、ご理解いただきたいなと思います。 

 答弁になったかどうかわかりませんけれども、これでよろしいでしょうか。 
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 ありがとうございました。 

議長（伊藤勇二） ９番、山田勝男議員の質問は、以上をもって終結します。 

 ８番、辰己圭一議員、一問一答方式で行います。 

 辰己議員。 

８番（辰己圭一）（登壇） 失礼します。議長のお許しをいただき、通告書のとおり二

つの項目について一般質問のほうをいたします。前回同様、今回もトリの一般質

問をさせていただきます。 

 まず一つ目の項目で、車椅子の貸し出しについて質問をさせていただきます。 

 車椅子を利用される方は高齢の方々だけではなく、さまざまな事情で必要な方

もおられます。例えば病気や事故で急に必要になる場合や、長年使っていた車椅

子が壊れてしまって、かわりの車椅子が必要になる方もおられると思うのですが、

そこで、お聞きします。 

 まず１点目、三郷町在住の方は無料で、車椅子の貸し出し期間は最長で１カ月

だと聞いておりますが、最大で何台まで貸し出し可能なのか教えていただきたい

のと、２点目、三郷町のホームページに車椅子の貸し出しが掲載されていないの

で、今後更新されるのか伺います。 

 というのも、最近は、電話で問い合わせをするよりも、タブレットやスマホで

ホームページを見て検索する人が多い傾向にあります。すいません、ほんで、社

協のホームページには車椅子の貸し出しは載っていました。ただ、初めて利用さ

れる方は、どこへ問い合わせをしたらいいのかわからず、町のホームページを見

るのかなと思っております。できることであれば、サイトマップに載せていただ

くか、サイト検索でヒットするように要望したいところでございます。 

 それから、最後に３点目ですが、車椅子用の福祉車両の貸し出しは現在行って

いるのか伺います。 

 以上、この３点について、お答え、よろしくお願いいたします。 

議長（伊藤勇二） 大西健康福祉部長。 

健康福祉部長（大西孝浩）（登壇） それでは、辰己議員の１問目のご質問にお答えを

させていただきたいと思います。 

 まず、車椅子の貸し出しにつきましては、町としては行っておりませんが、先

ほど議員からありましたように、社会福祉協議会で貸し出しを行っておりますの

で、その内容について回答させていただきます。 
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 初めに、貸し出し可能台数でありますが、社協で保有しております車椅子が１

５台ありますので、その１５台の貸し出しは可能であるということであります。

なお、貸し出しの条件といたしまして、基本、介護認定を持っておられない方が

対象で、社協の窓口で申請いただき、最高１カ月間、無料で貸し出しが可能とな

っております。また、貸し出し実績につきましては、平成２５年度が５３件、２

６年度が５２件となっております。 

 次に、ホームページの掲載につきましては、町のホームページには、町として

貸し出しを行っておりませんので掲載はいたしておりません。ただ、さきに議員

のありましたとおり、社会福祉協議会のホームページには介護機器の展示と紹介

のページに簡単な内容ではありますが掲載をしております。今後の更新につきま

しては、社会福祉協議会の判断によるものでありますので、ご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 

 次に、車椅子用福祉車両の貸し出しにつきましては、町では福祉車両を保有し

ていないことから、貸し出しは行っておりません。また、社会福祉協議会では福

祉車両を１台保有していますけれども、現在では貸し出しは行っていないという

ことであります。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） 辰己議員、再質問を許します。 

８番（辰己圭一）（登壇） ありがとうございます。無茶ぶりな質問にもかかわらず、

答えていただきまして、どうもありがとうございました。 

 来年度は、町制５０周年を迎えますけども、年間を通してさまざまな記念事業

が行われると思いますので、車椅子を利用される方もいつもの年に比べれば若干

多いのかな、それも、外出される機会も多いのかなと思います。 

 それから、三郷町のホームページですが、これは誤解のないように言っておき

ますけども、ほかの町と比べても負けず劣らずのかなり充実しているホームペー

ジだと思います。希望ですけれども、さらに今後、利用しやすいように更新して

いってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、３点目の福祉車両ですが、この件に関しては、またおいおい、また

質問したいと、今回はちょっと。ありがとうございました。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） １問目の質問は終了しました。 



 －72－

 続きまして、２問目の質問に移ります。 

 ８番、辰己圭一議員。 

８番（辰己圭一）（登壇） それでは、最後の質問をさせていただきます。 

 二つ目の項目としまして、ＩＣＴを活用した教育について質問をさせていただ

きます。これも３点ございますが、先日、窪教育部長にお誘いいただきまして、

北小学校で電子黒板の研修に参加させていただきました。ありがとうございまし

た。これから授業体系も本当に変わっていくんだなということを感じました。あ

りがとうございます。 

 文部科学省では、教育の情報化ビジョンに基づいて学びのイノベーション事業

など取り組む中で、国は国家戦略として閣議決定をされました。また、日本最高

戦略などにおいて、平成３２年までに１人１台の情報端末による教育の本格展開

に向けた方策を推進しております。その中で、三郷町も電子黒板の導入に向けて

動かれているということで大いに期待しているところでございます。 

 この電子黒板に関連していますＩＣＴ機器、つまりパソコンやタブレットなど

の小・中学校合わせて現状は何台ぐらい設置されているのかお聞きします。 

 それから２点目、ＩＣＴ機器の教材はどういったものがあって、どの程度活用

されているのか。 

 それから、最後の３点目、特別な支援が必要な子ども向けのＩＣＴ機器の活用

について、今後どのように捉えられておるのかお伺いします。 

 以上、よろしくお願いします。 

議長（伊藤勇二） 窪教育部長。 

教育部長（窪 順司）（登壇） 失礼します。一番最後になりましたけれども、辰己議

員さんの２問目のご質問にお答えをしてまいりたいと思います。 

 今回のご質問につきましては、学校教育の場に情報通信技術、いわゆるＩＣＴ

教育、ＩＣＴを活用した教育ということで、具体的には、パソコンやタブレット、

電子黒板等の機器を活用した教育であると考えております。 

 まず初めに、三郷町立学校の現状でございますけれども、三郷小学校及び三郷

北小学校は平成１１年度に、また、三郷中学校は平成４年度に各学校にパソコン

ルームを設置いたしました。現在、両小学校ではそのパソコンルームに各２０台、

そして、三郷中学校では４７台、合計８７台の児童・生徒用のパソコンを設置し

ております。 
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 また、三郷小学校の職員室には１０台、三郷北小学校では１１台、三郷中学校

では１２台、合計３３台の事務用や教職員用のノート型、また、デスクトップ型

のパソコンもあわせて設置をしているような状況でございます。 

 なお、三郷中学校には、プロジェクタ型の電子黒板が１台あるものの、各小学

校には設置しておらず、そして、タブレットに至りましては、各校とも設置をし

ていない状況でございます。 

 次に、２点目のＩＣＴ機器の教材につきましては、パソコン教室や特別教室、

普通教室におきまして、小学校では主に３年生から６年生の総合学習や５年、６

年の英語科で使用しており、中学校では、全学年、技術家庭科や英語科、社会科

で活用をしております。教材といたしましては、デジタル教科書や教育支援ソフ

ト等を年間を通じて週１時間から４時間程度活用をしております。 

 また、そのほかにも、各教員が授業内容に応じて創意工夫しながら、ときには

デジタルカメラやＤＶＤ等ＩＣＴを活用した授業も行っております。 

 ３点目に、特別な支援を要する児童・生徒向けのＩＣＴ教育機器の活用につい

ては、一人一人の個性と実態に応じた指導を可能にするためには有効な手段であ

ると考えております。 

 そのようなことから、学校におけるＩＣＴ環境の整備は、子ども達が楽しく、

学習意欲の高まる授業ができる有効な手段であるとともに、教育的効果は非常に

大きいものであると考えます。 

 また、本年度は、ＩＣＴ教育導入に向けての検討期間であると考えており、Ｉ

ＣＴ教育の活用について研修会等へも積極的に参加し、今後、事業の計画・推進

を図ってまいります。 

 以上でございます。 

議長（伊藤勇二） よろしいですか。はい、２問目の質問は終了しました。 

 ８番、辰己圭一議員の質問は、以上をもって終結します。 

 これをもって一般質問を終結します。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 月曜日から各委員会での審査を願うわけでございますが、各位にはよろしくお

願いいたします。 

 本日は、これで散会いたします。ご苦労さまでございました。 
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       散  会      午後 ３時１０分 


